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いる いない

○

有 無

○

○

ある・いる ない・いない

○

○

○

当該年度
における
変更等の

事前審議 報告 審議・報告なし

「資料・データ一覧」

○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。（資料１関係）

確認事項

学長等の裁量の予算、定員・人件費を設定しているか。

１－２．学長等裁量分の額、人数、配分方法（決定体制を含む）、配分対象

（１）業務運営の改善及び効率化

（添付資料）

１－１．学長等裁量予算、定員・人件費の配分方針

○外部有識者の積極的活用を行っているか。（資料２関係）

学外委員からの法人運営に関する意見があったか。

　　　　　〃　　　　　　　　　　　について法人内で検討しているか。

　　　　　〃　　　　　　　　　　　で具体的に改善した事柄はあるか。

経営協議会において、法令（国立大学法人法第20条第4
項）で規定されている以下の審議事項が審議されている
か。

確認事項

変更等の
有無

― ― ― ―

― ― ― ―

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

有 無

○
２－１．経営協議会の議事録又は議事要旨（平成20年度分）
（平成20年度における経営協議会の開催回数４回）

⑤平成21年度予算

⑥平成19年度決算

⑦組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に
関する事項
（自己点検・評価のうち、組織及び運営の状況に関する事項
など）

（添付資料）

②中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関
するもの

③年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関
するもの

④経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項（学
則、会計規程、役員報酬規程、職員の給与及び退職手当の
支給基準など）

か。

①中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学
法人の経営に関するもの



○

○

○

指摘事項
の有無

ある・いる ない・いない

○ ○

○ ○

有 無

○

○

○

３ ４ 内部監査の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例 ま

○監査機能の充実が図られているか。（資料３関係）

確認事項

監事からの指摘事項で具体的に改善した事柄、または、改善に向けた
取組はあるか。

内部監査の指摘事項で具体的に改善した事柄、または、改善に向けた
取組はあるか。

（添付資料）

３－１．実際に実施した監事監査の実施スケジュール及び国立大学法人法第
11条第４項に基づく監事監査の結果の内容がわかる資料（監事の指摘事項を
まとめた報告書または監査の内容をまとめた議事録等）

３－２．監事の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例、また
は、改善に向けた主な取組事例

３－３．実際に実施した内部監査の実施スケジュール及び内部監査報告書

２－２．上記①～⑦の各項目が、いつ開催の経営協議会で、どの審議事項と
して審議されたかが確認できる整理表

２－３．経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した、主
な取組事例

２－４．経営協議会で学外委員からの意見を積極的に取り上げるための体
制・取組例

○

ある・いる ない・いない

○

有 無

○

○

○

○

ある・いる ない・いない

○

３－４．内部監査の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例、ま
たは、改善に向けた主な取組事例

（添付資料）

４－３．女性教職員の採用・登用の促進に向けた取組状況が確認できる資料

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

４－１．男女共同参画に関する具体的な取組指針や計画等の策定等、学内で
の男女共同参画推進に向けた取組状況が確認できる資料

○男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。（資料４関係）

確認事項

男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。

４－４．仕事と育児等の両立を支援し、女性教職員が活躍できる環境づくり
に向けた取組状況が確認できる資料

４－２．男女共同参画推進のための組織の設置状況が確認できる資料

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料10－１関係）

確認事項



有 無

○

○

いる いない

○

○

○

有 無

○

○

○

資金の適切な運用を行い、その運用益を教育研究の充実や学生支援等に結びつ
けているか。

５－１．資金運用の取組状況及びその運用益の活用状況が確認できる資料

５－３．財務情報の分析結果の活用状況が確認できる資料

財務情報の分析を行い、その分析結果を大学運営の改善に活用しているか。

随意契約に係る情報公開等を通じて契約の適正化を図っているか。

（添付資料）

（添付資料）

10－１－１．平成17・18・19年度評価結果で課題として指摘された事項及び
それに対する平成20年度の対処の有無の一覧表

５－２．財務情報の分析状況が確認できる資料

10－１－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け資
料

確認事項

（２）財務内容の改善

○財務内容の改善・充実が図られているか。（資料５関係）

○

○

いる いない

○

有 無

○

ある・いる ない・いない

― ―

有 無

― ―

― ―

確認事項

（添付資料）

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料10－２関係）

10－２－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け資
料

10－２－１．平成17・18・19年度評価結果で課題として指摘された事項及び
それに対する平成20年度の対処の有無の一覧表

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通じて、人件費削減
に向けた取組が行われているか。（資料６関係）

（添付資料）

５－５．随意契約見直し計画の実施状況が確認できる資料

平成２０年度における人件費削減にかかる取組が、年度計画を達成している
か。

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

確認事項

６－１．人件費削減計画及び削減実績

５－４．随意契約に係る情報公開の取組等随意契約の適正化に向けた取組が
確認できる資料



ある・いる ない・いない

○

有 無

○

ある・いる ない・いない

○

有 無

○

○

（添付資料）

10－３－１．平成17・18・19年度評価結果で課題として指摘された事項及び
それに対する平成20年度の対処の有無の一覧表

10－３－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け資
料

（３）自己点検・評価及び情報提供

確認事項

（４）その他の業務運営に関する重要事項

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

確認事項

ITの有効活用等により中期計画・年度計画の進捗状況管理等自己点検・評価の
作業の効率化が図られているか。

（添付資料）

７－１．ITの有効活用等による中期計画・年度計画の進捗状況管理等自己点
検・評価の作業の効率化に向けた取組状況が確認できる資料

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料10－３関係）

○中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価の作業の効率化が図られているか。（資料７関
係）

いる いない

○

○

○

○

有 無

○

○

○

○

○施設マネジメント等が適切に行われているか。（資料８関係）

確認事項

施設の維持管理が計画的に行われているか。

省エネルギー対策や地球温暖化対策に関する計画的な取組が行われているか。

８－１．キャンパスマスタープラン等の策定や実現に向けた取組状況

キャンパスマスタープラン等を策定し一貫性をもって施設の整備が行われてい
るか。

施設・設備の有効活用が行われているか。

８－４．省エネルギー対策等や地球温暖化対策に関する取組状況（中長期的
な目標やその達成状況、取組状況等）

８－３．施設の維持管理の取組状況

（添付資料）

（４）その他の業務運営に関する重要事項

８－２．既存施設・設備の有効活用への取組状況（講義室等の稼働率や共同
利用スペースの確保面積等）



有 無

○

○

有 無

○

○

ある・いる ない・いない

― ―

有 無

― ―

― ―

９－１．災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理の体制・マニュア
ル等の運用状況が確認できる資料

９－２．研究費の不正使用防止のための体制、ルールの整備状況

○危機管理への対応策が適切にとられているか。（資料９関係）

確認事項

（添付資料）

災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理の体制・マニュアル等が適切
に運用されているか。

確認事項

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

（添付資料）

10－４－１．平成17・18・19年度評価結果で課題として指摘された事項及び
それに対する平成20年度の対処の有無の一覧表

10－４－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け資
料

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料10－４関係）

研究費の不正使用防止のための体制、ルールを整備しているか。



国立大学法人上越教育大学の大学教員の人事方針

平成18年３月15日

教 育 研 究 評 議 会

上越教育大学の理念・目的を最適に実現するとともに教育研究の一層の向上を目指し，

大学教員人事に係る基本方針を定めるものとする。

１ 教育に関する臨床的研究の推進とその成果に基づいて優れた教育実践力を有する教育

者の養成と現職教員の資質向上への取組が円滑に進むよう，教員人事は大学全体で行う

ものとする。

(1) 柔軟な教育研究組織を基本に，教育・研究指導，研究等，機能や目的に応じ，柔軟

で多様な人事を行うものとする。

(2) 教員の流動性を高め，教育・研究・社会貢献の高度化と活性化を図るものとする。

(3) 学校現場と密接に結びついた実践的な大学であることから，学校現場における教育

経験を有する者の雇用促進を図るものとする。

(4) 国内外を問わず優れた人材の確保及び男女共同参画社会の実現に向け，外国人及び

女性の雇用促進を図るものとする。

２ 教育研究活動の不断の活性化，教員人事の客観性及び透明性を高めるため，教員人事

はシンプルで明確な基準によって管理するものとする。

(1) 教員の採用及び昇任等（以下「選考」という ）は，本学の理念・目的に沿って行。

うものとする。

(2) 教員の選考に当たっては，学長が選考の目的・理由を明確にし，教育研究評議会に

発議して行うものとする。

(3) 教員の採用は，原則として公募とする。

， （ 「 」 。）(4) 教員候補者の選考は 教授以上を構成員とする教授会 以下 人事教授会 という

に置く教員選考委員会が候補者を決定し，人事教授会の議を経て，教育研究評議会が

行うものとする。

(5) 教員の選考に当たっては，履歴，研究業績，教育業績，社会貢献，教育や研究に対

する今後の展望等を多面的に評価するとともに，面接，授業，講義録等により，教育

の能力を具体的に評価するものとする。

(6) この方針に沿った教員選考基準を作成し，公開するものとする。

akifumi
テキストボックス
１－１－①



平成20年度学内予算編成方針（抜粋）

Ⅱ 平成20年度学内予算編成方針

３ 支出予算の方針

（１）業務経費

大学の業務運営等のための経費として、運営費交付金収入及び自己収入の合計額を

財源とし、基本方針に基づき既定経費の一層の見直しを図り、予算の効率化・重点化

を進める。

① 人件費

ア 人件費は、「総人件費改革の実行計画等（平成17年12月24日閣議決定）」に基

づく中期目標・中期計画の策定を踏まえ計上する。

イ 退職手当は、文部科学省から示される金額を予算額とする。

② 教育研究経費

教育研究基盤経費等は、各経費それぞれの内容の見直しを図り計上する。

また、文部科学省から特別教育研究経費として措置される、障害学生学習支援等

経費については、教育研究特別経費として計上する。

③ 全学施策経費

ア 重点施策経費は、大学院の学生定員充足のための広報活動、教職大学院の設置

に向けた経費等について、重点的に計上する。

また、文部科学省から特別教育研究経費として措置される、教育改革経費及び

再チャレンジ支援経費並びに特殊要因経費として措置される、政策課題対応経費

についても、重点施策経費として計上する。

イ 学長裁量経費は、全学的な視点から教育研究の活性化や大学運営の改善等を図

る柔軟な施策に要する経費を計上する。

④ 管理運営等経費

大学全体の管理運営を行うために要する経費について、効率化係数等の影響を勘

案し、既定経費の一層の見直しを図り計上する。

また、本学創立30周年記念事業のための経費を計上する。

⑤ 予備費

予備費は、予算編成時点で予期し得なかった支出等に対応するために計上する。

（２）教育研究環境整備経費

教育研究環境整備積立金を財源とし、平成20年度における教育研究環境の整備計画

に要する経費を計上する。

（３）受託経費、寄附金経費及び施設費

受託経費、寄附金経費及び施設費は、収入予算に計上した金額と同額を計上する。

（※受託経費及び寄附金経費は、実際の受入額が実行上の予算額となる。）

akifumi
テキストボックス
１－１－②
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平成２０年度上越教育大学競争的教育研究資金の配分基準（抜粋）

平成20年６月11日

教育研究評議会決定

１ 目的

この基準は，単科大学である本学の特性を十分に生かしつつ，多様で柔軟な教育研究実施体

制を確立し，競争的環境の醸成に努め，教育・研究をより活性化することを目的とする。

２ 中期目標・中期計画等における用語の定義等

（１） 「教育・研究指導」とは，本学の基本的目標に合致した人材を養成するために，大学院

学生・学部学生・研究生等に対して行う教育上及び研究上の指導・助言活動を指すものと

する。

（２） 「教育に関する臨床研究」とは，狭義には学校教育をはじめ，社会教育を含む教育・生

涯学習などさまざまな学習場面に臨み，その過程，組織，教材，メディア等を対象とする

研究活動を指すものとする。また，この狭義の「教育に関する臨床研究」を支える目的を

持った基礎的・開発的・応用的研究は，広義の「教育に関する臨床研究」と位置づけるこ

とができる（中期計画１３７項参照）。

なお，これら二者を区分する際は，「教育に関する臨床研究（狭義）」と「教育に関す

る臨床研究（広義）」と表記する。

（３） 「地域貢献等」とは，上越教育大学を中心とし，本学の機能によって結びついている地

域に対する本学の知的・人的資源による貢献を指すものとする。

本学は総合的な知的・人的資源を擁しており，その機能が多様である。本学を中心に本

学の機能によって結びついている地域は多重構造をなし，個々の地域ごとに構成要素と空

間的な広がりは様々である。

具体的な「地域貢献等」には，以下の事項が相当する。

① 大学が組織的に外部に貢献する活動（コンサルテーション事業，公開講座，出前講

座，危機管理上設定される事業）

② その他，大学の目的にあった学内外の事業への参加や貢献等，該当事項として認定

した内容

３ 資源配分の方針

（１） 中期計画１４４項については，大学の基本的な目標に基づいた教育に関する臨床研究の

推進を眼目として行う。研究と教育・研究指導を教育に関する臨床研究の側面から評価し，

資源を配分するものとする（以下「評価区分１４４」という。）。各教員は，該当する評

価対象事項を教育に関する臨床研究との関連で申告し，評価を受けるものとする。

（２） 中期計画１４７項については，教育に関する臨床研究（広義）の成果・効果の教育現場

へのフィードバックの側面から評価し，更に各教員の研究状況に関する評価を含めて実施

し，資源を配分するものとする。（以下「評価区分１４７」という。）

上記の各教員の研究状況に関する評価については，平成19年度までの講座・分野に近い

単位であるコース・科目群毎に評価基準を設定し，これに基づき実施するものとする。

（３） 中期計画２０６項については，教育に関する臨床研究を含めて，広く本学の教育・研究

指導，地域貢献等を評価するものとする。（以下「評価区分２０６」という。）
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４ 財源及び配分予算科目

（１） 財源は，学長裁量経費から５，０００千円及び教育研究教員経費を充てるものとし，予

算枠は，教育研究評議会の専門委員会である配分予算検討委員会（以下「配分予算検討委

員会」という。）で決定するものとする。

（２） 各評価区分における配分比率については，資源全体を１００％としたとき，評価区分１

４４と評価区分１４７の「Ⅰ教育に関する臨床研究（広義）の成果・効果を教育現場への

フィードバックで評価」に２０％，評価区分１４７の「Ⅱコース・科目群別研究評価」に

４０％，評価区分２０６の「Ⅰ教育・研究指導」に２０％，評価区分２０６の「Ⅱ地域貢

献等」に２０％とするものとする。

（３） 各教員への配分予算科目は，教育研究教員経費とし，経費の執行は，既に配分済みの教

育研究教員経費と合わせ執行ができるものとする。

５ 申告項目

（１） 評価区分１４４と評価区分２０６－Ⅰに係る申告項目は，別紙１のとおりとする。

（２） 評価区分１４７に係る申告項目は，別紙２－１及び別紙２－２のとおりとする。

なお，別紙２－２の学内共通の区分・事項に基づく評価基準を各コース・科目群におい

て検討し，学長の承認を得るものとする。

（３） 評価区分２０６－Ⅱに係る申告書は，別紙３のとおりとする。

６ 審査方法及び配分

（１） １４７－Ⅱ：コース・科目群別研究評価の配分額の算出にあたっては，各教員からの申

告に基づく積算ポイントを基に，各コース・科目群における平均ポイントを算出し，平均

ポイントが１００となる係数を各コース・科目群毎にもとめ，この係数により各教員の積

算ポイントを改定し，改定された積算ポイントにより，各教員の配分額を算出する。

（２） 競争的教育研究資金の配分に関して必要な事項は，配分予算検討委員会において検討を

行うものとする。

（３） 各教員への配分額は，各教員からの申告に基づき，学長が配分額を決定するものとする。

７ その他

（１） 平成１９年４月以降に本学の教員となった者については，評価区分１４７－Ⅱを除き配

分の対象外とする。

なお，評価区分１４７－Ⅱについては，本学の教員となる前の実績についても本申告の

対象とする。



学長裁量分の予算及び人員、配分方法、配分対象

(1) 学長裁量経費（学長裁量分の予算）

予 算 額： １００百万円

配分方法： 全学的な視点から教育研究の活性化や大学運営の改善等を図るため，学

長の判断により必要な経費を適宜配分

配分対象：下記のとおり

配分対象事項 予算配分額 備 考

教育研究活性化 １５百万円 大学教員への競争的教育研究資金の配分，科学研究

費不採択者への研究費支援等

教育研究環境等充実 ２８百万円 附属学校園教育環境の整備，教育研究設備の整備，

学生支援環境の整備等

副学長等の裁量経費 ２９百万円 研究プロジェクトに係る支援，９月入学に係る海外

大学訪問調査等

特別事業 ９百万円 創立３０周年記念事業の実施等

その他の事項 １９百万円 インフルエンザの対応，災害対策用品の整備等

(2) 学長裁量の人員配置

・ 大学教員人事は，学長一括管理であり，平成２０年度採用・昇任として３４人配

置した。

・ 学長は，全学的な視野に立ち，必要な教員を配置している。

・ その際に，学長は，教育研究評議会へ配置理由を説明し教員選考を発議し決定し

ている。
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第１９回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 平成２０年６月２３日（月） １０：２９～１２：３０

場 所 ホテルハイマート （上越市中央１－２－３）

出 席 者 渡辺学長，佐久間委員，佐々木委員，中野委員，蓮見委員，山極委員，

髙田委員，新宅委員，戸北委員，川崎委員，若井委員

議事に先立ち，学長から，４月１日付けで新たに委員となった中野委員の紹介があった。

また，学長から，４月１日付けで新たに監事となった長谷川監事の紹介及び同監事と大

原監事が本会議に陪席している旨の発言があった。

前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

協 議 題

１ 学長選考会議委員の選出

学長から，学長選考会議委員の選出について提案説明があり，審議の結果，佐久間委

員，蓮見委員及び中野委員を選出することが承認された。

２ 平成１９年度決算

学長，新宅理事及び財務課長から，平成１９年度決算について，財務諸表，決算報告

書，事業報告書等に基づき説明があり，原案どおり承認された。

３ 平成１９事業年度及び中期目標期間の業務実績に関する評価

学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会に提出する平成１９事業年度に係

る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書並びに大学評価・学位

授与機構に提出する学部・研究科等の現況調査表（教育），同調査表（研究）及び中期

目標期間の達成状況報告書について提案説明があり，本会議での意見を反映させるため

の修正などを学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

４ 平成２０年度学内補正予算

学長及び新宅理事から，教育研究環境の整備を喫緊に行う必要性が生じたことから，

目的積立金を取り崩し，目的積立金収入として繰り入れる学内予算の補正を行うことに

ついて提案説明があり，原案どおり承認された。

５ 平成２１年度概算要求

学長及び新宅理事から，平成２１年度の概算要求事項及び施設整備費等要求事業内容

について説明があった。

そ の 他

学長から，大学院修学休業制度を利用して入学する現職教員に対し，授業料免除制度

の整備を行っていきたい旨の発言があった。

併せて，岩手・宮城内陸地震の被災者についても，入学料免除及び授業料免除などを

行いたい旨の発言があった。

以 上

第２０回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 平成２０年１０月２２日（水） １２：２７～１４：０５

場 所 ホテルハイマート （上越市中央１－２－３）

出 席 者 渡辺学長，佐久間委員，中野委員，蓮見委員，山極委員，髙田委員，

新宅委員，川崎委員，若井委員

議事に先立ち，学長から，加藤理事及び長谷川監事が本会議に陪席している旨の発言が

あった。

また，学長から，平成２０年１０月４日に開催された上越教育大学創立３０周年記念式

典等について報告があった。

前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

協 議 題

１ 平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会が実施した平成１９年度に係る業

務の実績に関する評価結果について説明があった後，委員から，評価結果を今後の大学

の運営にどのように活かしていくか，具体的方策が示された。

２ 平成１９事業年度財務諸表の承認

学長及び新宅理事から，平成１９事業年度財務諸表は，本学の申請どおり大臣承認が

なされたこと，剰余金に係る経営努力の認定については今回の承認に含まれていないこ

と及び剰余金が承認された後の執行計画については，改めて本協議会に諮りたいことに

ついて説明があった。

また，教員養成系１１大学の財務指標の比較等について説明があった。

３ 平成２０年度学内補正予算

学長及び新宅理事から，平成２０年度学内補正予算に係る基本方針，主要事項及び支

出予算について提案説明があり，原案どおり承認された。

４ 平成２１年度概算要求

学長及び新宅理事から，文部科学省から財務省へ提出された本学の平成２１年度概算

要求の状況について説明があった。

５ 第二期中期目標・中期計画策定に向けた状況

学長及び川崎副学長から，第二期中期目標・中期計画策定に向けた本学の取り組み状

況及び文部科学省から通知のあった同目標・計画の項目等の要点について説明があっ

た。

６ 新潟サテライト

学長から，新潟サテライトを設置する旨の説明があった。

７ その他

上越教育大学憲章（草案）について学長から説明があり，意見等を事務局に連絡して

いただくこととした。

第１３回学長選考会議の審議状況について新宅理事から報告があった。

以 上
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第２１回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 平成２１年１月１９日（月） １２：３０～１４：３６

場 所 ホテルハイマート （上越市中央１－２－３）

出 席 者 渡辺学長，佐久間委員，佐々木委員，中野委員，蓮見委員，髙田委員，

新宅委員，戸北委員，川崎委員，若井委員

議事に先立ち，学長から，加藤理事及び長谷川監事が本会議に陪席している旨の発言が

あった。

前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

協 議 題

１ 平成１９年度決算剰余金の使途承認

学長及び新宅理事から，平成１９事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰り

越しについて申請どおり文部科学大臣承認があったことの報告，及び当該承認額につい

ては第１９回経営協議会で承認いただいたとおり教育研究環境整備のための目的積立金

とすることの確認があった後，目的積立金の執行計画については，平成２１年度学内予

算案とともに次回の経営協議会に諮る予定である旨の提案があり，承認された。

２ 平成２１年度予算政府案

学長及び新宅理事から，平成２１年度予算の政府案における本学の運営費交付金等の

予定額等について説明があった。

３ 平成２１年度学内予算編成方針

学長及び新宅理事から，平成２１年度学内予算編成方針について提案説明があり，委

員から，重点施策経費の具体的な方策について質疑があった後，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された方針に基づいて，平成２１年度学内予算案を編成し，次

回の経営協議会に諮る旨の説明があった。

４ 教員免許状更新講習実施に伴う給与改定

学長及び新宅理事から，教員免許状更新講習が平成２１年度から本実施となることに

伴い，この業務に携わる教員に対し支給する講習手当の新設について提案説明があり，

手当額及び手当新設に伴う関係規程の改正について学長に一任することを含め，原案ど

おり承認された。

５ 勤務時間の改定

学長及び新宅理事から，職員の労働時間の改定について提案説明があり，同改定に伴

う関係規程の改正について学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

６ 平成２１年度採用公立学校教員採用試験受験結果等

学長及び高田理事から，今年度の公立学校教員採用試験の受験・合格状況及び，平成

２０年３月卒業者の教員就職状況について説明があり，就職指導対策の改善と教員就職

率アップのために今年度実施した取組及び今後の課題について報告があった。
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７ 大学憲章

学長及び戸北副学長から，上越教育大学憲章について提案説明があった後，意見交換

が行われ，学長から，修正を加えた上で委員に提示し，次回の経営協議会に再度諮る旨

の発言があった。

８ 第二期中期目標・中期計画

学長及び新宅理事から，第二期中期目標・中期計画の原案策定に向けた作業状況及び

今後のスケジュール等について説明があった後，経営協議会が特に関わる部分の中期目

標・中期計画について原案の説明があり，今月末を目途に各委員からの意見等を事務局

に連絡していただくこととした。

以 上
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第２２回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 平成２１年３月１６日（月） １５：００～１７：０５

場 所 ホテルハイマート （上越市中央１－２－３）

出 席 者 渡辺学長，佐久間委員，中野委員，蓮見委員，髙田委員，新宅委員，

戸北委員，川崎委員，若井委員

議事に先立ち，学長から，長谷川監事及び大原監事が出席並びに加藤理事が陪席してい

る旨の発言があった。

前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

協 議 題

１ 平成２１年度年度計画

学長，川崎副学長及び新宅理事から，平成２１年度年度計画について提案説明があり，

年度計画を提出するまでの過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どお

り承認された。

２ 平成２１年度学内予算

学長及び新宅理事から，平成２１年度学内予算編成方針に基づく平成２１年度収入・

支出予算について提案説明があり，最終決定するまでの過程における修正等は学長に一

任することを含め，原案どおり承認された。

３ 国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正

学長及び新宅理事から，免許状更新講習の施行に伴う講習料の額及び徴収方法に係る

国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正につい

て提案説明があり，制定過程における軽微な修正等は学長に一任することを含め，原案

どおり承認された。

４ 役員退職手当規程の一部改正

学長及び新宅理事から，手続等を明確にするため国立大学法人上越教育大学役員退職

手当規程の一部改正について提案説明があり，制定過程における軽微な修正等は学長に

一任することを含め，原案どおり承認された。

５ 役員の退職手当に係る業績勘案率

学長及び新宅理事から，平成２１年３月に任期満了となる役員の退職手当にかかる業

績勘案率について提案説明があり，原案どおり承認された。

６ 職員給与の改定

学長及び新宅理事から，本省業務調整手当の新設，附属学校主幹教諭へ新たな級によ

る俸給表の適用及びこれによる給与改定等に係る影響額について提案説明があり，原案

どおり承認された。

また，前回の経営協議会で新設を承認された教員免許状更新講習業務手当の手当額に

ついて報告があった。

なお，これに伴う職員給与規程等の改正について学長に一任することが併せて承認さ

れた。
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７ 国立大学法人上越教育大学経営協議会規則の一部改正

学長から，監事の出席に係る規定を明確にするため国立大学法人上越教育大学経営協

議会規則の一部改正について提案説明があり，制定過程における軽微な修正等は学長に

一任することを含め，原案どおり承認された。

８ 役員等の選考

学長から，現役員等の任期満了に伴い，その後任者の選考について説明があった。

９ 平成２１年度における学内自己点検・評価実施計画

学長及び川崎副学長から，平成２１年度における学内自己点検・評価実施計画につい

て提案説明があり，原案どおり承認された。

10 バードアイシステム事業化に関する包括的な協定の締結

学長及び戸北副学長から，バードアイシステムを有限会社ユームが事業化するにあた

り，本法人，有限会社ユーム及び上越市教育委員会との間で包括的な協定を締結するこ

とについて提案説明があり，原案どおり承認された。

11 大学院入学者選抜試験実施状況

学長から，大学院の入学者選抜試験実施状況及び教育実践高度化専攻（教職大学院）

の第２次学生募集日程について説明があった。

12 法人組織と大学組織の整理のための対応

学長及び高田理事から，法人組織と大学組織の関係整理が必要であることの説明及び

今後の基本的な対応（方法・時期）について提案説明があり，原案どおり承認された。

13 第二期中期目標・中期計画

学長及び新宅理事から，第二期中期目標・中期計画に対する各委員からの意見を基に

検討した結果及び今後のスケジュール等について説明があり，素案提出までに若井新学

長の特色を現す工夫を行うこととした上で承認された。

14 上越教育大学憲章

学長及び戸北副学長から，上越教育大学憲章（案）に対する各委員からの意見を基に

検討した結果について提案説明があり，原案どおり承認された。

15 科目等履修に係る授業料等の免除

学長及び高田理事から，大学院生の科目等履修に係る授業料等の免除制度の導入につ

いて提案説明があり，大学院レベルにおける教員養成の質的充実を目的に加えることと

した上で承認された。

以 上



①
中期目標についての意見に
関する事項のうち，国立大学
法人の経営に関するもの

②
中期計画に関する事項のう
ち，国立大学法人の経営に
関するもの

③
年度計画に関する事項のう
ち，国立大学法人の経営に
関するもの

④
経営に係る重要な規則の制
定又は改廃に関する事項
（学則，会計規程，役員報酬
規程，職員の給与及び退職
手当の支給基準など）

⑤
平成２１年度予算

⑥
平成１９年度決算

⑦
組織及び運営の状況につい
て自ら行う点検及び評価に
関する事項
（自己点検・評価のうち，組
織及び運営の状況に関する
事項など）

 第１９回
 （平成20年6月23日開催）

協議題５
　平成２１年度概算要求

協議題２
　平成１９年度決算

協議題３
　平成１９事業年度及び中期
目標期間の業務実績に関す
る評価

第２０回

協議題４
　平成２１年度概算要求（結
果報告）

協議題２
　平成１９事業年度財務諸表
の承認（結果報告）

協議題１
　平成１９年度に係る業務の
実績に関する評価結果（結
果報告）

平成２０年度経営協議会審議事項整理表

 第２０回
 （平成20年10月22日開催）

果報告）

 第２１回
 （平成21年1月19日開催）

協議題４
　教員免許状更新講習実施
に伴う給与改定

協議題２
　平成２１年度予算政府案

協議題３
　平成２１年度学内予算編成
方針

 第２２回
 （平成21年3月16日開催）

協議題１
　平成２１年度年度計画

協議題３
　国立大学法人上越教育大
学における授業料その他の
費用に関する規程の一部改
正

協議題４
　役員退職手当規程の一部
改正

協議題５
　役員の退職手当に係る業
務勘案率

協議題６
　職員給与の改定

協議題２
　平成２１年度学内予算

協議題９
　平成２１年度における学内
自己点検・評価実施計画

ohnuki
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平成20年度経営協議会での意見を大学運営に活用した事項

○平成21年度概算要求 （第19回 平成20年６月22日）

＜経営協議会での主な指摘事項＞

・ 概算要求で認められなかった事項で緊急かつ重要なものについては，目的積立金の

活用などで対応してはどうか。

＜取組事例＞

・ 平成21年度の目的積立金執行計画として，平成21年度概算要求で認められなかった

事項や，認められた事項でも配分予定額では不足する分を計上し，目的積立金により

措置することとした。【平成21年３月16日開催の第22回経営協議会（協議題２：平成

21年度学内予算）で審議】

○大学憲章 （第20回 平成20年10月22日，第21回 平成21年１月19日）

＜経営協議会での主な指摘事項＞

・ 構成員全員が簡単に理解できる特徴的な目指すこと，方向性を示した上で，それを

行うためにやるべきことを挙げればよく，前文が長すぎるのではないか。

・ 前文の冒頭部分が，教員の養成と再教育に限定した感じを受ける。

・ 社会への貢献の「地域の優れた教育環境を活かし，全国更に世界に向けて教育研究

成果を発信します。」について，本学では中国や韓国との交流を進めてきたこともあ

り，「・・・，全国更にアジア，世界に向けて・・・」にした方がいいのではないか。

＜取組事例＞

・ 経営協議会での指摘事項を踏まえ，前文のスリム化・表現の見直しを行い，学内教

職員への意見招請，経営協議会での再審議等を経て，３月に「上越教育大学憲章」を

制定し，本学ホームページにより公開した。
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経営協議会で学外委員からの意見を積極的に取り上げるための

体制・取組例

○ 経営協議会委員から積極的な意見交換を行ってもらうため，会議資料を事前に送

付している。

（必要に応じレクチャーを行っている。）

○ 資料が膨大となるものについては，要約版も作成し，資料説明の時間短縮（審議

時間の確保）に努めている。

○ 経営協議会での意見等については，委員意見の要旨として取りまとめ，その内容

に応じて教育研究評議会や教授会等で報告している。
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平成２０年度 監事監査実施状況

実施月日 業務監査 会計監査（対象月）

平成２０年 ７月 ２日（水） 月次監査（４・５月分）

８月 ４日（月） 月次監査（６月分）

８月２８日（木） 月次監査（７月分）

９月２６日（金） 月次監査（８月分）

１０月２９日（水） 月次監査（９月分）

１０月３０日（木） 中間監査

１１月２８日（金） 月次監査（１０月分）

１２月２６日（金） 月次監査（１１月分）

平成２１年 １月２８日（水） 月次監査（１２月分）

３月 ２日（月） 月次監査（１月分）

３月２５日（水） 月次監査（２月分）

６月 ３日（水） 年次監査 月次監査（３月分）・年次監査
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監 査 結 果 報 告 書

国立大学法人上越教育大学

学長 若 井 彌 一 殿

私ども監事は，国立大学法人法第１１条第４項及び国立大学法人法第３５条において

準用する独立行政法人通則法第３８条第２項の規定に基づき，平成２０年４月１日から

平成２１年３月３１日までの平成２０年度の業務及び会計について監査するため，役員

会及びその他重要な会議に出席するほか役員等から事業の報告を聞き，重要な決裁書類

等を閲覧し，主要な部局の財産の状況の調査をしました。さらに，会計監査人から報告

及び説明を受け財務諸表，事業報告書及び決算報告書につき検討を加えました。

監査の結果，私どもの意見は次のとおりであります。

１．業務の執行は，法令及び学則に従い適法に行われているものと認められます。

２．会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は，相当であると認めます。

３．事業報告書は，国立大学法人上越教育大学の平成２０年度の業務運営状況を正し

く表示しているものと認められます。

平成２１年 ６月２３日

国立大学法人上越教育大学

監 事 長 谷 川 彰

監 事 大 原 啓 資

ohnuki
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監事の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例等

＜監事からの意見＞

平成１９年度実施大学機関別認証評価結果（平成20年３月27日付通知）における改善

を要する点としてあげられた「法人組織である教育研究評議会と大学組織である教授会

における審議事項の整理に不十分な面が見られる。」，「法人組織と大学組織の関係が明

確になっていない。」については，教育研究評議会の審議事項について十分整理する必

要がある。

＜取組事例＞

平成21年度中に学則と法人規則を分けて，学内規定全体の見直しを図ることとした。

＜監事からの意見＞

大学概要について，運営図については，法人組織と大学組織の位置づけを整理する必

要がある。

学長メッセージ及び歴代学長の任期等の掲載など，内容の充実を図る必要がある。

＜取組事例＞

平成21年度の大学概要において，運営図の法人組織と大学組織の位置づけを見直し，

また，学長メッセージ及び歴代学長の任期等を追加掲載することとした。

＜監事からの意見＞

教職大学院の定員充足に当たり，新潟県への働きかけを含め広報活動に努めること。

また，優遇措置として特別な奨学金や免除制度の導入について検討してほしい。

＜取組事例＞

学長・理事等及び教職大学院の教員を中心として，都道府県教育委員会を訪問し，広

報活動に努めた。また，新潟県教育委員会と調整し，本学大学院進学希望教員に対して

個別の説明会を実施した。

創立30周年記念事業の一環として，大学独自の奨学金制度を創設するとともに，教育

公務員特例法第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して修学する者について

は，原則として授業料の全額又は半額を免除することができるよう規程の改正を行った。

＜監事からの意見＞

サバティカル制度の導入は検討に値する。

＜取組事例＞

国立大学法人上越教育大学大学教員サバティカル制度規程を制定し，本学大学教員の

研究研鑽のための制度を整備した。

ohnuki
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＜監事からの意見＞

環境対策は世界的な動きとなっていることから，大学として積極的に取り組むととも

に，大学及び附属学校園の教育にも取り入れてほしい。

＜取組事例＞

附属図書館の照明器具取替や人文棟等エレベータ改修工事に伴う電気量削減，美術

棟等をはじめとする便所改修に伴う水量削減，教員研究室等空調機更新における空調機

の省エネ化など，地球温暖化対策に対応する改修工事をすることで，光熱水料の節約を

図った。

＜監事からの意見＞

男女共同参画への取組について，本学における女性教員の比率が全国平均を大きく上

回っている点は優れているが，さらに一歩進めて，女子学生を含めた女性研究者への特

別支援を検討することが必要ではないか。女性教員や女子学生の意見を聴き，また，他

大学の様々な取組を参考にして最適な改善策を検討してほしい。

＜取組事例＞

本法人の役員及び本学職員の男女共同参画及び次世代育成支援対策推進法に基づく一

般事業主行動計画を推進・実施するため，国立大学法人上越教育大学男女共同参画推進

委員会を設置した。

＜監事からの意見＞

入学式及び卒業式の学長告示について，速やかにホームページに掲載することが望ま

しいと考える。

＜取組事例＞

これまで，直近に発行する学報に掲載し，学報を公式ホームページに掲載してきたが，

平成21年度入学式から「新着情報」として速やかに公式ホームページに掲載することと

した。



平成２０年度 内部監査実施状況

実施月日 会計監査（対象月）

平成２０年１０月２８日（火）・２９日（水） 定期監査（科学研究費補助金）

定期監査（科学研究費補助金以外の
１２月１５日（月）

補助金）

平成２１年 １月２６日（月）～３０日（金） 定期監査（財務会計監査）

３月３１日（火） 臨時監査（交替検査）

４月 １日（水） 定期監査（金庫検査）

６月２３日（火） 定期監査（年次監査）
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平成２０年度国立大学法人上越教育大学内部監査実施計画

Ⅰ 監査の方針

平成20年度における国立大学法人上越教育大学の内部監査は，国立大学法人上越教育

大学内部監査規程（平成16年規程第101号）及び国立大学法人上越教育大学内部監査実

施細則（平成16年細則第40号）に基づき，業務管理全般の適正かつ効率的な運営を図る

とともに，財務会計の適正を期することを目的として実施する。

Ⅱ 監査の内容

１ 業務監査

国立大学法人としての諸規程の整備，組織の設置，中期計画及び年度計画を踏まえ

た業務の計画等，中期計画等の達成に向けた条件の整備状況を重点的に，次の項目に

ついて書面監査及び実地監査を行う。

なお，各項目の具体的事項については，別に定める。

(1) 国立大学法人としての諸手続状況

(2) 規程，規則等の整備及び関係諸法令との整合性の状況

(3) 中期目標・中期計画及び平成20年度年度計画に沿った事業計画，事業執行状況

(4) 組織運営体制の状況

(5) 環境保全に関する状況

(6) 安全管理に関する状況

(7) 防災管理体制の整備状況

(8) 窓口業務の対応状況

(9) 経費節減の推進状況

(10)センター及び附属学校の管理運営状況

(11)その他監査ために必要な事項

２ 財務会計監査

財務会計システムの整備及び運用状況，国からの出資等財産の現況及び使用状況並

びに資産管理状況を重点的に，次の項目について書面監査及び実地監査を行う。

なお，各項目の具体的事項については，別に定める。

(1) 合計残高試算表，収支に関する証拠書類等に基づく突合

(2) 現金・預金残高確認，資金管理運用に関する書類等に基づく突合

(3) 財務諸表及び事業報告書（財務会計に関する部分）並びに決算報告書

(4) 会計検査院，その他外部機関による実地検査指摘事項の処置状況

Ⅲ 監査の実施時期

１ 定期監査

上記Ⅱの監査の内容に基づき，各項目の進行状況に応じて，主任監査員がその都度，

「内部監査実施要領」を作成し，監査対象部局へ通知の上，実施する。

なお，定期監査の種類は，次のとおりとする。
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(1) 業務監査の場合

年度終了後における年次監査

(2) 財務会計監査の場合

① 国立大学法人上越教育大学会計規則（平成16年規則第16号）第６条に定める会

計機関及び国立大学法人上越教育大学預り金事務取扱細則（平成16年細則第10号）

第３条に定める管理責任者並びに経理責任者（以下「会計機関等」という。）に

係る業務その他財務会計に関わる全般の監査

② 科学研究費補助金に関する事項

③ 年度末における金庫検査

２ 臨時監査

定期監査以外に，必要に応じて次のとおり監査を実施する。

(1) 会計機関等の交替検査

(2) その他学長が必要と認める事項

Ⅳ 監査の方法

１ 業務監査

(1) 全部局等を監査対象とし，中期計画への対応方針，年度計画の実施状況等につい

て，関係書類に基づいての概況聴取，また，必要に応じて個別聴取を行う。

(2) その他必要な事項を監査する。

２ 財務会計監査

(1) 会計機関等を監査対象とし，財務会計に関して帳票その他証拠書類の原本確認を

行い，契約の状況等を監査する。

(2) 会計機関等を監査対象とし，年度の決算関係書類を精査し，年度の決算の状況等

を監査する。

(3) 全部局等を監査対象とし，物品及び不動産に関して書類と現物との照合確認を行

い，管理状況を監査する。

(4) その他必要な事項を監査する。

Ⅴ その他の事項

１ 監事との連携

監査を行うに当たっては，監事と密接に連携して行い，監査の効率化に努める。

２ 学長（役員会）への報告

(1) 監査結果は，遅滞なく報告書を作成の上，学長（役員会）に報告する。

（2）学長から改善指示が出された場合は，改善措置の状況について事後監査を行う。



��������������

	 
 � �  � �

�����������

������� !"��# $

%&	
'

( ) * +

������� !"��,-	
./���01�./�0203��4�5.67

89:;<=>?	
56@	
ABCDEDF5G;HI5JKL�DEMN

I

� 	
OP@Q ��0R�4�ST��U2�02�EG�FVD;��0W�X

ST5YZ[7\]^_;��0W�4�ST��0R�`�E

GAabN�

� 	
OP-c ��0R�Xd7e�fghijk5lmAno^pq��

�0W�XST5YZ[AabN�fgrs[5tuSTvw

DFxy�5fgrs[

` 	 
 5 z � xy�{��U2�X������� !"��,-	
B

C|}�e�fghijk7�Mq~���5JKL

4 	 
 ~ � 	
~���	
��_;xy`��xy4{��U2�X

e�fghijk,-	
BC���5JKL

� ����A|Mq~� ���D

��������������

	 
 � �  � �

�����������

������� !"��# $

%&	
'

( ) * +

������� !"��,-	
./���01�./�0203��4�5.67

89:;<=>?	
56@	
ABCDEDF5G;HI5JKL�DEMN

I

� 	
OP@Q ��U2�4�ST��U2�0U�EGNFVD;��U2�`

���ST5YZ~�7\]^_;���X�AabN

� 	
OP-c <=���!"���

��U2�X7e�fghijk��5ijk5lmAn

o^pqij~�5����[������[

` 	 
 5 z � xy�{��U2�X������� !"��,-	
B

C|}�e�fghijk��5ijk7�Mq~���5

JKL

4 	 
 ~ � 	
~���	
��_;xy���xy`{��U2�X

e�fghijk��5ijk,-	
BC���5JK

L

� ����A|Mq~� ���D

ohnuki
テキストボックス
３－３－③



��������������

	 
 � �  � �

��������`�

������� !"��# $

%&	
'

( ) * +

������� !"��,-	
./���01�./�0203��4�5.67

89:;<=>?	
56@	
ABCDEDF5G;HI5JKL�DEMN

I

� 	
OP@Q ��U2�4�ST��U0���EG

�BC����U0�0�U1����ST�2��k�EG�

�BC[�()*+%&	
';����	
';

�� ¡	
';¢£¤¥	
';

¦§¨©ª	
';«¬¤�	
'�

� 	
OP-c xy�{��U2�X,-	
�6@	
�BC��5J

KL

` 	 
 5 z � xy�{��U2�X������� !"��,-	
B

C|}�>?®�d7�q�=¯5°<=��7�±q²

³5	
�5JKL

4 	 
 ~ � �IJ´µ

� ����A|Mq~� �I~�7¶p^	
ABCDF��;·�7¸�¹º^

KL;����A|Mq~�_»7�D

��������������

	 
 � �  � �

�����`�`��

������� !"��# $

%&	
'

( ) * +

������� !"��,-	
./���01�./�0203��4�5.67

89:;<=>?	
5¼½	
�l¾¿
�ABCDEDF5G;HI5JKL�

DEMN

I

� 	
OP@Q ��U2�4�ST��U0�`�EG

�BC����U0�`��0�����

�BC[�%&	
' () *+

	
' �� ��

	
' ��  ¡

	
' ¢£ ¤¥

	
' ¦§¨©ª

	
' «¬ ¤��

� 	
OP-c xy�{U2�X,-	
�¼½	
�BC��5JKL

` 	 
 5 z � xy�{��U2�X������� !"��,-	
B

C|}�>?®�d5l¾¿
�5JKL

4 	 
 ~ � �IJ´µ

� ����A|Mq~� �I~�7¶p^	
ABCDF��;·�7¸�¹º^

KL;����A|Mq~�_»7�D



��������������

	 
 � �  � �

���������

�������� !��" #

$%	
&

' ( ) *

�������� !��+,	
-.���/0�-.�/1/2����3-45

6789:;<=	
34>	
�?@A
�BCDEFEG3H9IJ3KLM�

EFNO

J

� 	
PQ>RS ��T/���UV��TT�W�FH

�CD�X��T/������Y��

�CDZX$%	
& '( )*

	
& [\ ]^

	
& _` ab

	
& cd ef

	
& ghijk

	
& lm en�

� 	
PQ,o pq�rT1�s+,	
�4>	
�CD]tu3KLM

W 	 
 3 v � pq�r��T1�s�������� !��+,	
C

Dwx��sy5Lz{?@	
�3KLM

� 	 
 | } �JK~�

� ����BwN{|} �J|}5���	
BCDEG��9��5�����

LM9����BwN{|}��5�E

��������������

	 
 � �  � �

��������W�

�������� !��" #

$%	
&

' ( ) *

�������� !��+,	
-.��� 16�-.� 1012����3-45
6789�;��:;<=5��{4>	
���	
�BCDEFEG3H9IJ3

KLM�EFNO

J

� 	
PQ>R �� 20���UV�� 21�W�FH
�CD�X�� 21� 6� 23�����
�CDZX$%	
& '( )*

	
& [\ ]^

	
& _` ab

	
& ghijk

	
& lm en �

� 	
PQ,o P QXr�,ou

�<�Xr�;,���u��r�;,:;�u

W 	
3v� pq�r�� 20 �s�������� !��+,	
C
Dwx��;��:;<=5�N{��	
�3KLM

� 	 
 | } �JK~�

� ����BwN{|} �J|}5���	
BCDEG��9��5�����

LM9����BwN{|}��5�E



平成２０年度 内部監査における軽易な指摘事項とその後の対応

監査実施日 平成２１年１月２６日（月）～３０日（金）

対象部局 軽 易 な 指 摘 事 項 対 応 ・ 指 導 内 容 そ の 後 の 対 応

総務課 出勤簿の押印漏れ及び特別休暇（忌引き）の摘要 押印及び記入の旨を求めた。 確認の上，修正した。
欄への記入漏れがあった。

財務課 債権管理簿教育支援課第６号の内訳書で，授業料 訂正を依頼済み。 確認の上，修正した。
の学年年次の記載に誤謬があった。

調達伺の裏面「整理」欄が未記載のものがあった。 記載するよう依頼した。 未記載箇所について記載し
た。（今後は，入札後に記載
・確認する。）

現金出納簿の受け入れ科目区分について記入漏れ 記入するよう求めた。 確認の上，修正した。
があった。

出勤簿の記載不備（振替月日の記載漏れ､休日出 確認・修正・記入するよう求めた。 確認の上，修正した。
勤日の印漏れ等）

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課 出勤簿の記載不備（摘要欄の記入漏れ等） 確認・修正・記入するよう求めた。 確認の上，修正した。

教育支援課 超過勤務等申告・命令簿に軽微な誤謬があった。 誤謬部分について，修正するように求 労働時間監督者が確認の上，
めた。 修正した。

研究連携室 平成２０年の出勤簿が一部未整理であった。 整理するように求めた。 確認の上，修正した。

就職支援室 超過勤務等申告・命令簿に軽微な誤謬があった。 誤謬部分について，修正するように求 労働時間監督者が確認の上，
めた。 修正した。

入試課 超過勤務等申告・命令簿に軽微な誤謬があった。 誤謬部分について，修正するように求 労働時間監督者が確認の上，
めた。 修正した。

学術情報課 現金出納簿の一部記入漏れあり。 記入の旨を求めた。 未記載箇所について記載し
た。
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男女共同参画推進に向けた取組状況（平成２０年度）

１ 次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画における取組

(1) 女性職員の育児休業取得（対象者３人中，取得者３人）

(2) ノー残業デーの周知…毎週水曜日，メール送信及び構内放送で周知

(3) 超過勤務縮減の周知…各労働時間監督者へ以下の内容を通知

① 真に超過勤務が必要と認める場合を除き，超過勤務を命じない。

② 毎週水曜日の定時退庁を完全実施する。

③ 毎週水曜日以外の日の定時退庁を励行する。

④ その他所属職員が定時退庁できる職場環境作りに努める。

２ 学内への情報提供に関する取組

(1) 「地域における男女共同参画推進の今後のあり方について（中間整理）」（平成20年

４月19日 内閣府男女共同参画局通知）をグループウェアにより周知

(2) 学外機関の男女共同参画シンポジウム，フェスティバルの開催案内の周知

(3) 「子育て家庭への育児アドバイスの手引き」（全国ベビーシッター協会作成）の配付

(4) 男女共同参画週間実施の周知（実施文書のグループウェアによる周知とポスターの学

内掲示）

３ 学外への情報提供に関する取組

「女性人材リスト」の提供…新潟県女性人材情報提供事業（女性研究者の人材登録）

目的：審議会等への女性の登用推進，講演会・研修会の講師など，政策・方針決定の

場への女性の参画促進を図るため。
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○国立大学法人上越教育大学男女共同参画

推進委員会規程

平成21年３月11日

（規 程 第 ４ 号）
国立大学法人上越教育大学男女共同参画推進委員会規程

（設置）

第１条 国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という。）に国立大学法人上越教育

大学男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（目的）

第２条 委員会は，職員の就業及び教育研究活動等での男女共同参画（次世代育成支援対

策推進法に基づく一般事業主行動計画に係る事項を含む。）を推進することを目的とす

る。

（審議事項）

第３条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画推進に係る基本方針に関する事項

(2) 男女共同参画推進方策の企画，立案及び実施に関する事項

(3) 男女共同参画推進の実施状況の点検・評価及び改善に関する事項

(4) 男女共同参画推進の情報提供，広報等に関する事項

(5) その他男女共同参画を推進するために学長が必要と認めた事項

（組織）

第４条 委員会は，次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。

(1) 学長が指名した理事又は副学長

(2) 学長が指名した学系長又は専攻長

(3) 学長が指名した教授又は准教授（講師及び助教を含む。）男女各１名

(4) 学長が指名した附属学校教員男女各１名

(5) 学長が指名した事務系職員男女各１名

(6) 総務課長

(7) その他学長が指名した者若干人

（委員の委嘱及び任期）

第５条 前条第７号に掲げる委員は，学長が委嘱する。

２ 前項の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となったときの後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 前項の規定にかかわらず，前条第７号に掲げる委員の任期の終期は，委員として委嘱

された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

（委員長等）

第６条 委員会に委員長を置き，学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。

２ 委員会に，副委員長を置き，委員長が委員のうちから指名する。

ohnuki
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（会議の招集及び議長）

第７条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。

（定足数及び議決数）

第８条 委員会は，委員（出張を命じられた者を除く。）の３分の２以上の出席がなけれ

ば，議事を開くことができない。

２ 議決を要する事項については，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のとき

は，議長の決するところによる。

（委員以外の者の出席）

第９条 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見

を述べさせることができる。

（専門部会の設置）

第１０条 委員会は，必要があると認めるときは，専門部会を置くことができる。

２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（事務の処理）

第１１条 委員会に関する事務は，関係部課・室の協力を得て総務部総務課において処理

する。

（細則）

第１２条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別

に定める。

附 則

１ この規程は，平成21年３月11日から施行する。

２ この規程の施行後最初に委嘱する委員の任期は，第５条第２項本文の規定にかかわら

ず，平成22年３月31日までとし，再任を妨げない。



女性教職員の採用・登用促進に向けた取組状況が確認できる資料

１ 人事方針への明記

国立大学法人上越教育大学の大学教員の人事方針において，以下のように女性の効用

促進を図ることとしている。

国立大学法人上越教育大学の大学教員の人事方針

平成18年３月15日

教育研究評議会

上越教育大学の理念・目的を最適に実現するとともに教育研究の一層の向上を目指し，

大学教員人事に係る基本方針を定めるものとする。

１ 教育に関する臨床的研究の推進とその成果に基づいて優れた教育実践力を有する教育

者の養成と現職教員の資質向上への取組が円滑に進むよう，教員人事は大学全体で行う

ものとする。

(1) 柔軟な教育研究組織を基本に，教育・研究指導，研究等，機能や目的に応じ，柔軟

で多様な人事を行うものとする。

(2) 教員の流動性を高め，教育・研究・社会貢献の高度化と活性化を図るものとする。

(3) 学校現場と密接に結びついた実践的な大学であることから，学校現場における教育

経験を有する者の雇用促進を図るものとする。

(4) 国内外を問わず優れた人材の確保及び男女共同参画社会の実現に向け，外国人及び

女性の雇用促進を図るものとする。

（以下省略）

２ 教員公募書類への明記

教員の公募に際しては，公募文書に「「男女共同参画基本法」の趣旨に基づき選考を

行う」ことを明記している。

教員公募について（依頼）

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて，このたび本学では，下記要領により教員を公募することになりました。

つきましては，関係各位に周知方よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。

記

１ 職名及び人員 （省略）

10 そ の 他 (1) 必要に応じて面接を行うことがあります。（旅費は支給いたしません。）

(2) 国籍は問いません。ただし，日本語を母語としない場合は，教育及び

学内業務を遂行可能な十分な日本語能力を有する者に限ります。

(3) 男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の趣旨に基づき選考

を行います。

(4) 応募書類に含まれる個人情報については本選考のみに使用し，他の目

的には使用しません。

（以下省略）
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仕事と育児等の両立を支援し，女性教職員が活躍できる

環境づくりに向けた取組状況

平成17年度に策定した「国立大学法人上越教育大学 次世代育成支援対策推進法に基づ

く行動計画」のうち，超過勤務を削減する目標実現のため，平成17年度より「ノー残業デ

ー」を実施している。

「国立大学法人上越教育大学 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」

目標２に基づくノー残業デーの実施について

平成１７年４月２２日

１ 実施の趣旨

「国立大学法人上越教育大学 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」目

標２に基づき，職員が仕事と子育てを両立させることができ，職員全員が働きやす

い環境をつくることを目的として，ノー残業デーを実施する。

２ 設定日及び設定理由

ノー残業デーの設定日：毎週水曜日

設定理由：週の中日に置くことにより，超過勤務した日が連続することを防ぐ。

３ 環境整備

ノー残業デー実施のための環境を整備するため，以下のことを行う。

① 総務課は，全職員に対して，当日がノー残業デーである旨をe-mail等により周

知する。

② 労働時間監督者（課長，室長等）は，ノー残業デーの超過勤務については，必

要性を十分点検し，止むを得ない場合を除き，職員に対し超過勤務を命じない。

③ 労働時間監督者は，部下職員に対し，積極的に定時退勤の指導を行う。

④ 労働時間監督者は，ノー残業デーに定時退勤ができなかった職員がいる場合は，

できる限りその週において定時退勤ができるよう特に配慮する。

４ その他

ノー残業デー実施に関する，調査・分析等は，別に設置するワーキンググループ

で行う。
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平成17・18・ 19年度評価結果で課題として

項目：業務運営の改善及び効率化

課題の有無
指摘等の内容 平成20年度の対処内容

平成17・18・ 19年度評価結果で課題として
指 摘 さ れ た 事 項 及 び そ の 対 処 一 覧

H17 H18 H19

○ － －

　人事評価制度の構築については、基
本的な方針の検討にとどまっており、
今後、人事評価の本格実施及び処遇へ

映 関する ケジ 設定が求

　大学教員については、学内ウェブ上で教員
業績の登録を行うシステム「エフォート」に
より活動業績を収集するとともに、専門の委
員会を設置し、同業績の評価項目の得点化等
評価方法の改善に向けた検討を行った。ま
た 業績 は期末勤勉手当 算定

指摘等の内容 平成20年度の対処内容

の反映に関するスケジュール設定が求
められる。

た、同業績については期末勤勉手当の算定に
反映させた。
　事務系職員については、平成19年度試行を
踏まえ、実施要項を制定し本実施した。
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○上越教育大学大学教員人材評価委員
会規程

平成20年５月14日

（規 程 第 2 7 号）
上越教育大学大学教員人材評価委員会規程

（設置）

第１条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会に上越教育大学大学教員人材評価委員

会（以下「委員会」という。）を置く。

（目的）

第２条 委員会は，上越教育大学教員の教育研究活動等の状況について自己点検及び評価

等（以下「教員評価」という。）を行うことを目的とする。

（審議事項）

第３条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教員評価に関する基本方針に関する事項

(2) 教員評価基準（評価項目）に関する事項

(3) 教員評価方法及び実施に関する事項

(4) その他学長が必要と認めた事項

（組織）

第４条 委員会は，次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。

(1) 学長が指名した副学長

(2) 学系長

(3) 専攻長

(4) その他学長が指名した者若干人

（委員の委嘱及び任期）

第５条 前条第４号に掲げる委員は，学長が委嘱する。

２ 前項の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となったときの後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 前項の規定にかかわらず，前条第４号に掲げる委員の任期の終期は，委員として委嘱

された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

（委員長等）

第６条 委員会に委員長を置き，学長が指名した副学長をもって充てる。

２ 委員会に，副委員長を置き，委員長が委員のうちから指名する。

（会議の招集及び議長）

第７条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。

（定足数及び議決数）

第８条 委員会は，委員（公務出張を命じられた者を除く。）の３分の２以上の出席がな

ければ，議事を開くことができない。
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２ 議決を要する事項については，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のとき

は，議長の決するところによる。

（委員以外の者の出席）

第９条 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見

を述べさせることができる。

（専門部会の設置）

第１０条 委員会は，必要があると認めるときは，専門部会を置くことができる。

２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（守秘義務）

第１１条 委員及び専門部会の構成員は，職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏ら

してはならない。この場合，その職を辞した後も，同様とする。

（事務の処理）

第１２条 委員会に関する事務は，総務部総務課において処理する。

（細則）

第１３条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別

に定める。

附 則

１ この規程は，平成20年５月14日から施行する。

２ この規程の施行後最初に委嘱する委員の任期は，第５条第２項本文の規定にかかわら

ず，平成21年３月31日までとし，再任を妨げない。
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○国立大学法人上越教育大学事務系職員

人材評価実施要項

平成20年10月８日

（学 長 裁 定）
国立大学法人上越教育大学事務系職員人材評価実施要項

（趣旨）

１ この要項は，国立大学法人上越教育大学に勤務する事務系職員（技術職員を含む。以

下「職員」という。）の人材評価について必要な事項を定める。

（目的）

２ 職員の人材評価は，職員の勤務実績等を客観的に把握・評価することにより，次の各

号に資することを目的とする。

(1) 職員が自己の活動を点検・評価（以下「自己点検・評価」という。）を行うことに

より，職員自ら業務の改善に反映させる。

(2) 職員は，自己点検・評価し，当該上司である学長，事務局長，部長，課長・室長（以

下「管理職」という。）から評価を受けることによって，自己の活動の活性化に役立

てるとともに，自己の活動の改善と向上に努める。

(3) 管理職は，評価結果を総合的に分析し，職員個々の適性に応じた人事配置，研修機

会，能力開発，処遇に反映させるとともに，これらを通じ，活力ある事務組織の実現

や効率的な大学運営に役立てる。

(4) 学長は，当該評価結果に基づき，職員の業務等の一層の向上を目指し，適切な措置

を講ずる。

（評価の対象）

３ 人材評価の対象とする職員は，部長，課長・室長，副課長・室長補佐，専門職員，主

査，主任及びスタッフ（以下「被評価者」という。）とする。ただし，非常勤職員及び

派遣職員は除くものとする。

（評価の期間）

４ 人材評価の期間は，原則として毎年10年１日から翌年９月30日までとする。ただし，

当該評価期間中に採用された職員は，必要に応じて評価期間を定めて実施する。

（評価実施組織）

５ 人材評価の実施に関しては，事務局長，総務課長，総務課副課長及び総務課人事担当

主査で組織し，職員の人材評価の実施・調整等を行う。

（評価の領域とその内容）

６ 人材評価は，次の各号に掲げる評価項目を基本として行うものとする。

(1) 実績評価（役割達成度評価）

被評価者の担当する業務内容に即して，その課題，目標，進め方等を明確にした上

で，業務の実施結果（達成状況）等を評価する。

(2) 能力評価（職務行動評価）
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被評価者の職務行動を，職務遂行に必要とされる能力を表象する職務行動に着目し

た基準により評価する。

（評価の方法等）

７ 人材評価の方法等は，業務実績並びに能力及び面談に基づいて，次の各号に掲げる方

法により評価を行う。

(1) 自己評価

被評価者による実績評価及び能力評価

(2) 面談

評価者と被評価者による面談

(3) １次評価

第１評価者による１次評価

(4) 最終評価

第２評価者による最終評価

(5) 評価結果のフィードバック

被評価者が自らの職務成果等を自己評価及び評価結果を捉えることにより，主体的

な能力開発及び業務改善に取り組む。

（評価の手続き）

８ 評価の手続きは，別記の事務系職員人材評価実施要領に行うものとする。

（評価結果の反映）

９ 人材評価の結果については，職員の人事配置，研修，能力開発，給与等に活用すると

ともに，職員の事務業務等の改善・充実に役立てる。

（評価結果の公表）

10 職員の評価結果は，個人情報として取り扱い，原則として公表しないものとする。

（その他）

11 この要項に定めるもののほか，職員の人材評価に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，平成20年10月８日から施行し，平成20年10月１日から適用する。
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別記

事務系職員人材評価実施要領

１ 事務系職員に係る人材評価は，被評価者と評価者が十分に連携をとりながら行うもの

とする。

２ この要項において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

(1) 自己目標の設定

被評価者は，担当する業務内容について，評価者との期首面談を踏まえ，課題，目

標，進め方等をいう。

(2) 期首面談

業務上の目標等を明確にすることをいう。

(3) 中間面談

進捗状況を確認するため，必要に応じて行うことをいう。

(4) 期末面談

業務進行状況を振り返るとともに，評価者は人材育成の観点から指導・助言等を行

うことをいう。

３ 被評価者及び評価者は，次の表のとおりとする。

被評価者 第１評価者 第２評価者

部長 事務局長 学長

課長，室長 所属部長 事務局長

副課長，室長補佐，専門職員， 所属課長・室長 所属部長

主査，主任，スタッフ

注）室長補佐の第１評価者は，広報室長とし，第２評価者は，事務局長とする。

４ 人材評価の年間スケジュールは，次の表のとおりとする。

事 項 時 期

自己目標の設定及び期首面談 10月～12月

中間面談 翌年４月～６月（目標の進捗状況に応

じて実施すること。）

評価 翌年７月～９月

①自己評価

②第１評価者による１次評価

③第２評価者による最終評価

期末面談及び評価結果のフィードバック 翌年９月

注）当該評価期間中に採用された職員の時期は適宜短縮して実施する。

５ 人材評価については，次に掲げる手順で行う。

(1) 自己目標の設定及び期首面談

① 被評価者は，別記第１号様式の事務系職員に係る評価シート（以下「評価シート」

という。）に次の事項を記載する。

１実績評価 (1) 実績の「業務内容」，「達成目標」，「困難・重要度」＝自己目標

なお，自己目標は，それぞれの職責に応じて，優先度，重要度を考慮の上，10項
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目以内を目安に設定する。

② 第１評価者は，評価シートに記載された業務上の目標等を明確にするために，被

評価者と期首面談を行う。

③ 被評価者は，期首面談後に自己目標を確定し，評価シートを第１評価者に提出す

る。

(2) 中間面談

第１評価者は，進捗状況を確認するために，被評価者と中間面談を２回行う。

(3) 評価

① 自己評価

被評価者は，評価シートに次の事項を記載し，第１評価者へ提出する。

１ 実績評価 (1) 実績 の「自己評価」

２ 能力評価 (1) 能力 の「自己評価」

② 第１評価者による１次評価

第１評価者は，必要に応じて被評価者から聞き取り等を行い，評価シートに１次

評価を記載し，第２評価者へ提出する。

③ 第２評価者による最終評価

第２評価者は，必要に応じて第１評価者から聞き取り等を行い，評価シートに最

終評価を記載する。

(4) 期末面談及び評価結果のフィードバック

① 第１評価者は，第２評価者による最終評価を基に，被評価者と期末面談を行う。

② 期末面談においては，評価結果をフィードバックし，主体的な能力開発や業務改

善に取り組むことを促すとともに，人材育成の観点からの指導・助言等を行う。

６ 人材評価の実績評価及び能力評価の評価基準は，別記第２号様式の事務系職員に係る

評価シートの評語と評価基準による。
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別記第１号様式（第５項関係）

事務系職員に係る評価シート

評価実施期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

被評価者(評価対象職員) 所属・職名 氏名

第１評価者 所属・職名 氏名

第２評価者 所属・職名 氏名

期首面談 平成 年 月 日

中間面談（必要に応じて実施） 平成 年 月 日

期末面談 平成 年 月 日

１ 実績評価

(1) 実績

№ 業 務 内 容 達 成 目 標 困難 自 己 評 価 １ 次 評 価 最終

（いつまでに，何を，どの水準まで） ・重 （取組・達成状況，状況変化その他特記 評価

要度 事項） 所 見 評価 評価

１

２

３

４

５

６

注）①「業務内容」，「達成目標」及び「困難・重要度」の欄は期首に記入し，その他の欄は期末に記入すること。

②「困難・重要度」は３段階とし◎○△を記入すること。

③「評価」は５段階とし５４３２１を記入すること。
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(2) 実績の全体評価

１ 次 評 価 最 終 評 価

所 見 評価 所 見（必要に応じて） 評価

注）①いずれの欄も期末に記入すること。

②「評価」は５段階としＳＡＢＣＤを記入すること。

２ 能力評価

(1) 能力

№ 評 価 項 目 評 価 要 素 自己 １ 次 評 価 最終評価

評価 所見（必要に応じて） 評価 評価

１ 創造力 企画・立案，改革・創造

２ 主体性 取り組む姿勢，熱意，自己開発

３ 実行力 行動力，計画力，知識・情報，技能

４ 協働能力 報告・連絡・相談，プレゼンテーション，

チームワーク，柔軟性，他者理解

５ 状況把握力 洞察力，先見性，課題構築

注）①いずれの欄も期末に記入すること。

②「自己評価」及び「評価」は５段階とし５４３２１を記入すること。

(2) 能力の全体評価

１ 次 評 価 最 終 評 価

所 見 評価 所 見（必要に応じて） 評価

注）①いずれの欄も期末に記入すること。

②「評価」は５段階としＳＡＢＣＤを記入すること。
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別記第２号様式（第６項関係）

事務系職員に係る評価シートの評語と評価基準

１ 実績評価

(1) 「困難・重要度」の評語と評価基準

◎ ： 当該職位にある者すべてには期待することが困難と思われる目標，又は重要度が特に高いと思われる目標

○ ： 当該職位にある者に通常期待されるレベルの目標，又は重要度が◎，△に該当しない目標

△ ： 当該職位にある者であれば，達成することが容易と思われる目標，又は重要度が低いと思われる目標

(2) 「評価」の評語と評価基準

５ ： 問題なく目標を達成し，期待をはるかに上回る成果を上げた。

４ ： 問題なく目標を達成し，期待された以上の成果を上げた。

３ ： 次の２に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し，期待された成果を上げた。

２ ： 次のようなマイナス要因が見られるなど，目標の達成が不十分であり，成果を上げたとは言い難い。

・ 上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。

・ 関係者との間でしこりを残した。

１ ： 本人の責任により，期限・水準とも目標を達成できず，通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(3) 「全体評価」の評語と評価基準

Ｓ ： 求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

Ａ ： 求められた以上の役割を果たした。

Ｂ ： 求められた役割をおおむね果たした。

Ｃ ： 求められた役割を一部しか果たしていなかった。

Ｄ ： 求められた役割をほとんど果たしていなかった。

２ 能力評価

(1) 「自己評価」及び「評価」の評語と評価基準

５ ： 極めて優れている。又は非常に努力している。

４ ： 標準を超えている。又はかなり努力している。

３ ： 標準である。努力している。

２ ： 標準よりやや劣っている。やや努力不足である。

１ ： 標準より劣っている。努力不足である。

(2) 「全体評価」の評語と評価基準

Ｓ ： 求められる行動がすべて確実にとられている。

Ａ ： 求められる行動が十分にとられている。

Ｂ ： 求められる行動がおおむねとられている。

Ｃ ： 求められる行動が一部しかとられていない。

Ｄ ： 求められる行動がほとんどとられていない。



１．資金運用状況 （単位：円）

期首 増 減 期末

２．運用益の活用状況

運用益は、平成20年度大学運営資金に充当した。

預入日：平成19年7月2日
満期日：平成22年7月2日

預入日：平成19年7月2日
満期日：平成20年7月2日
(満期後１年自動継続)

約定日：平成19年10月19日
償還日：平成21年12月20日

約定日：平成20年11月25日
償還日：平成21年2月23日

31,536

307,089,000 2,749,185

5,000,000

寄附金 預金 定期預金 11,000,000 0

計 314,089,000 399,666,400 406,666,400

2,384,049

目的積立金 有価証券 333,600

目的積立金 有価証券
国債
利付国庫債券

298,089,000 0 0 298,089,000

国債
政府短期証券

0 399,666,400 399,666,400 0

寄附金 預金 定期預金 5,000,000 0 0

7,000,000 4,000,000

種類及び銘柄運用方法

平成２０年度　資金の運用状況及び運用益の活用状況

資金区分
平成20年度運用額

備　　考運用益

ohnuki
テキストボックス
５－１
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平成19事業年度 決算のポイント（抄）

【損益計算書】 平成19年4月1日～平成20年3月31日 （単位：百万円）

科 目
金 額

科 目
金 額

平成19年度 平成18年度 前年度比 平成19年度 平成18年度 前年度比

●経常経費 ●経常収益

業務費 4,157 3,957 200 運営費交付金 3,330 3,147 183

教育経費 736 648 88 授業料等 784 832 △ 47

研究経費 132 107 24 寄附金・受託研究等 108 101 6

人件費 3,017 2,980 37 補助金等 35 41 △ 5

教育研究支援経費 189 142 47 施設費等 202 114 87

受託研究経費 83 79 3 雑益等 163 136 27

一般管理費 200 194 6

経常費用合計 ② 4,360 4,153 207 経常収益合計 ① 4,625 4,373 251

●臨時損失 ④ 0 8 △ 8 ●臨時損益 ③ 0 7 △ 7

当期総利益・・・Ａ
291 240 51

●取崩額
26 21 5

(①－②）＋（③－④）＋⑤ 目的積立金取崩額 ⑤

※ 表示単位未満を切り捨て表示しているため，内訳と合計金額は一致しない。

【剰余金】 （単位：百万円）

内 訳
金 額 ※ 剰余金２９１百万円の内，現金の裏付けのある

２７８百万円については，文部科学大臣の承認を
受けた後，「教育研究環境整備積立金」として積み
立てる。

平成19年度 平成１８年度 前年度比

当期総利益・・Ａ 291 240 50

－１－

izumi
テキストボックス
第81回教授会（平成20年10月29日開催）報告資料

ohnuki
テキストボックス
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損益計算書の概要 Financial   report   2008

教育経費一般管理費
その他費用

0 0 %
雑 損
0 02%

経常費用・経常収益の構成内訳

教育経費
17.71%

研究経費
3.17%

教育研究支援経費

4 54%

一般管理費
4.60%

0.05%0.02%

経常費用

一般管理費等
4.67％

4.54%

受託研究費等

1.99%

人件費

経常費用
4,360百万円

業務費95.33％

施設費収益4.38％ 資産見返負債戻入 1.37%補助金等収益 0.78%

寄附金収益0 55%

その他2.17％

人件費

72.58％

経常収益
4,625百万円

授業料・入学料等
16.97％

受託研究等収益
1.79%

寄附金収益0.55%

運営費交付金収益 72.01％
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教育系単科大学との比較

１．人件費比率
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教育系単科大学との比較

３．外部資金比率
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教育系単科大学との比較

５．教育経費比率
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６．学生一人当たりの教育費
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教育系単科大学との比較

７．教員一人当たりの研究費比率（研究経費÷実教員数）
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８．教員一人当たりの広義の研究経費
（研究経費+受託研究費+科学研究費補助金等）÷教員実数）
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平成２０年度における財務情報の分析結果の活用状況

１ 学外への活用（ホームページでの公表）

平成１９事業年度財務諸表等とともに，財務レポート「財務報告書２００８」を公式

ホームページ上で公表し，本法人の状況等を社会一般の方々及び学内に対して明らかに

した。

２ 学内での活用

(1) 平成２０年１０月２２日開催の第４５回役員会において，平成１９事業年度の教育

系大学等の財務指標の比較表を基に本法人の状況を報告し，本法人の活動状況の把握

及び分析に活用した。

(2) 平成２０年１０月２９日開催の第８１回教授会において，「平成１９事業年度決算

のポイント（抄）」を基に，全教員に対して平成１９事業年度の財務状況について説

明し，管理的経費の継続的な節減・抑制に加えて，定員充足のためのＰＲ及び競争的

資金の獲得を促す資料として活用した。

ohnuki
テキストボックス
　　　５－３



随意契約に係る情報公開の取組等随意契約の適正化に向けた取組

１ 随意契約に関する公表

締結した随意契約については，ホームページ上で公表している。

２ その他の契約に関する公表

本法人の業務の公共性及び運営の透明性を確保するため，随意契約以外にも，本法人

が締結した契約の内容を公表することとして「契約の公表に関する取扱について」を策

定し，ホームページ上で公表している。

ohnuki
テキストボックス
５－４－①



調達情報

■環境物品等の調達に関する公表

環境物品等の調達方針

環境物品等の調達実績

■契約に関する公表

物品・役務・工事関係

一般競争情報

政府調達情報

随意契約見直し計画

随意契約に関する公表

契約の公表に関する取扱について

国立大学法人上越教育大学の会計監査人候補者の選定について
提案書の受付を締切ました。
下記の項目をクリックして、「対象をファイルに保存」を選択されると
ダウ ンロードできますのでご利用ください。
国立大学法人上越教育大学提案書書式（Excel版)

工事関係

入札等公告情報、入札・契約結果等情報

■契約関係規則

国立大学法人上越教育大学会計規則

国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程

国立大学法人上越教育大学政府調達事務取扱要項

国立大学法人上越教育大学工事関連事務取扱細則

■公共調達に関する問合わせの総合的な窓口

物品・役務等

 総務部財務課財務・監査チーム

 電話　025-521-3234

工事等

 総務部施設マネジメント課施設チーム

 電話　025-521-3263

法人文書の情報公開

個人情報保護

情報提供

各種評価情報

調達情報

広報刊行物の公開

教員著書紹介

行事予定表

学会・研究会・シンポジウム情報

研究助成情報

このサイトについて

プライバシーポリシー

国立大学法人上越教育大学情報セ
キュリティーポリシー(抄)

サイト規約｜プライバシーポリシー

このページは総務部財務課財務・監査チームが管理しています。
このペ－ジに関するご意見・お問合せは zaisomu@juen.ac.jp までお願いします。

［作成：2005.7.1］［最終更新：2008.5.27］

〒943－8512 新潟県上越市山屋敷町１番地
Copyright©2004-2008 Joetsu University of Education. All rights Reserved.

ホーム 公開情報 調達情報

akifumi
テキストボックス
公式ホームページに掲載している調達情報

akifumi
長方形

ohnuki
テキストボックス
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平成２０年６月１７日

（学 長 裁 定）

契約の公表に関する取扱について

国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という）における業務の公共性及び運営の

透明性を確保するために，本法人が締結した契約の内容を国民に対し，下記の事項をホー

ムページに掲載し公表するものとする。

記

（内容を公表する契約）

国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程第13条に規定する次に掲げる基準額を超え

る契約とする。

(1) 工事又は製造の請負契約で契約予定価格が250万円。

(2) 財産の買入契約で契約予定価格が160万円。

(3) 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円。

(4) 工事又は製造の請負，財産の売買及び物件の貸借以外の契約で契約予定価格が100

万円。

（公表する事項）

公表する主な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公共工事（公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。）の名称,場所，期間及び

種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量

(2) 調達役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

(3) 契約締結日

(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は，その旨（随

意契約を行った場合を除く。）

(6) 契約金額

(7) 予定価格（公表したとしても，他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認

められるもの又は国の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるも

のに限る。）

(8) 落札率（契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率とする。ただし，予

定価格を公表しない場合を除く。）

(9) 随意契約によることとした規程の根拠条文及び理由（理由は，具体的かつ詳細に記

載すること。また，企画競争又は公募手続を行った場合には，その旨を記載すること。）

(10) 公益法人と随意契約を締結する場合に，当該法人に国の常勤職員であった者が，役

員として契約締結日に在職していれば，その人数

(11) その他必要と認められる事項
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（公表時期及び公表期間）

契約を締結した日の翌日から起算して７２日以内とし１年間公表するものとする。

（内容を公表しない契約）

本法人の業務運営に関連する調達のうち、その内容を秘密にする必要がある次に掲げる

随意契約については契約の相手方の氏名及び住所は公表しないものとする。

(1) 国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程第10条第１号による随意契約。

(2) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条に規定する「不開

示情報」が含まれる随意契約。

（事務の処理）

公表に関する事務は、総務部財務課において処理する。

本取扱については，平成20年４月１日以降の契約から実施する。
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随意契約見直し計画の実施状況

１ 見直しの対象となった契約の移行状況

平成２０年１月に策定した随意契約見直し計画の「平成１８年度において締結した随

意契約について点検・見直し」に基づき，平成２０年度までに一般競争入札等へ移行す

ることとした契約２件は，全て当該契約方式へ移行して実施した。

契 約 名 数 量 契約方式 備 考

２００８年版外国雑誌 １式 一般競争入札 平成19年度から実施

監査契約 １式 企画競争（公募） 平成20年度から実施

２ 複数年度契約の拡大

平成２０年１月に策定した随意契約見直し計画の「平成１８年度において締結した随

意契約について点検・見直し」に基づき，平成２１年度から競争入札に移行することと

していた「複合機契約」について，契約内容を精査のうえ複数年度契約にすることとし，

一般競争入札により実施した。
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国立大学法人上越教育大学の会計監査人候補者の選定について

平成20年２月29日

国立大学法人上越教育大学

国立大学法人における会計監査人は，国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法

人通則法（以下「準用通則法」という。）第 40 条により，文部科学大臣が選任することとされ

ています。選任にあたっては，各国立大学法人が会計監査人の候補者を選定し，候補者名簿を

文部科学大臣に提出することとされています。

つきましては，本学の会計監査人に就任する希望をお持ちの方から，下記により提案書を募

集いたします。

なお，提案書を提出いただいた方に，ご提案についてヒアリングを行う場合があります。日

時等につきましては，後日ご案内させていただきます。

提案書の提出先及び問合せ先

〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地

国立大学法人上越教育大学 総務部 財務課 財務・監査チーム 担当：松崎，竹内

電話：025-521-3234 FAX：025-521-3245 E-mail：zaisomu@juen.ac.jp

１．会計監査人の資格

(1) 準用通則法第 41 条に定める資格を有する者（監査法人又は公認会計士）であること。

(2) 会社法第 337 条第３項における欠格事由のないこと。

(3) 公認会計士法第 24 条，第 24 条の２，第 24 条の４，第 34 条の 11，第 34 条の 11 の２

及び日本公認会計士法施行令第７条及び第８条における特別の利害関係等のないこと。

２．会計監査人候補者選定方法等について

本学における会計監査人の選定を希望する監査法人又は公認会計士から提出のあった提案

書を役員会において監査体制，監査業務内容，監査報酬等を総合的に勘案して，本学の会計

監査人候補者を選定する。

３．提案書について

「提案書の作成要領」を参照のうえ提案書を７部提出願います。

提案書の提出期限は，平成 20 年３月 17 日（月）17 時まで

４．その他

(1) 参考資料として「上越教育大学概要」を配付しますので，提案書の提出先及び問合せ先

の担当へご連絡願います。

(2) 貴社の概要を掲載したパンフレットを添付願います。

(3) 提出される提案書の記載事項のなかで，貴法人が本学に対し守秘することを要望される

事柄については，本学がその義務を負うことをお約束いたします。
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人件費削減計画及び削減実績

本学の財政運営の基盤となる運営費交付金は，効率化係数の影響等により年々厳しい状

況となり，加えて，「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）」により総人件

費改革の実行計画を踏まえた人件費削減の取り組みが求められたところである。

このような厳しい状況の中で，本学においては人件費の抑制・削減に向けた「平成21年

度までの雇用計画」を策定するとともに，同雇用計画及び運営費交付金・自己収入の状況

を勘案し，計画的・効率的な財政運営を行うため「平成21年度までの財政計画」を作成し，

平成18年６月21日開催の第20回役員会において決定した。

平成20年度における人件費削減計画及び削減実績は以下のとおりである。

【削減計画】

総人件費改革の実行計画を踏まえ，おおむね11％の人件費の削減を図る。

【削減実績】

平成17年度人件費予算相当額（27億３百万円）の概ね15.3％（４億16百万円）の

人件費を削減した。
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中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価の

作業の効率化に関する取組状況

中期計画等の進捗管理としては，これまでの年度計画の実施状況等をデータベース化し

て管理するとともに，各組織が常に参照できるようファイルサーバー上に置いている。

年度計画については，次の流れにより管理・実施し，確実に達成するよう努めている。

【年度当初～】

○ 各年度計画を担当する実施組織は，実施計画（想定する成果，実施スケジュールな

ど）を策定

○ 学長，理事及び副学長等は，各実施組織における年度計画の進捗状況を確認

○ 学長，理事及び副学長等は，実施に当たって課題等があるものについて，必要に応

じてヒアリングを実施し，課題等を解決

【年度後期】

○ 各実施組織は，担当する年度計画の自己点検・評価（実施予定も含む。）を実施し，

自己点検・評価報告書を提出

○ 評価支援室は，年度計画達成の観点等から報告書を検証し，意見等を実施組織へフ

ィードバック

【年度末～】

○ 各実施組織は，評価支援室の意見等も踏まえ，自己点検・評価報告書を提出

○ 評価支援室及び大学評価委員会は，大学全体の視点から自己点検・評価の検証を行

い，学長へ報告

上記，自己点検・評価報告書については，国立大学法人評価委員会に提出する業務に係

る実績報告書を作成するための基礎資料として活用し，作業の効率化も図っている。
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平成17・18・ 19年度評価結果で課題として平成17・18・ 19年度評価結果で課題として
指 摘 さ れ た 事 項 及 び そ の 対 処 一 覧

項目：自己点検・評価及び情報提供

課題の有無
指摘等の内容 平成20年度の対処内容

H17 H18 H19

　年度計画【23-3】「UI（University
Identity）の確立に向け具体的な実施
計画を策定し、逐次実現する。」につ
いては、大学のマスコットキャラク
ターやキャッチコピーは作成されてい

　大学憲章の年度内制定を目指し、学内及び
経営協議会学外委員から寄せられた意見等を
基に次のとおり検討を重ね、制定した。
・10月：経営協議会に「大学憲章」の検討状
　　　　況の中間報告・意見招請
・12月：学内フォーラムによる全教職員から

指摘等の内容 平成20年度の対処内容

－ － ○
ターやキャッチコピーは作成されてい
るが、UIの確立に向け、大学憲章制定
に向けた取組は行われているものの、
具体的な実施計画が策定されていない
ことから、年度計画を十分には実施し
ていないものと認められる。

　　　　の意見聴取
・１月：教育研究評議会で承認、経営協議会
　　　　に付議
・２月：経営協議会委員への書面による意見
　　　　招請
・３月：経営協議会、役員会で承認
　　　　学内外に周知・公表
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上越教育大学憲章
 

（平成２１年３月１９日制定）
 
　上越教育大学は，人類の福祉及び文化と学術の発展に貢献する大学の普遍的使命を自覚し，教員
の養成と再教育を担い教育に関する先端的な研究を進める大学として更に飛躍するため，ここに上越
教育大学憲章を定めます。
　上越教育大学は，教育者としての「使命感」・「人間愛」・「創造力」を有する教員の養成を目指しま
す。
　上越教育大学は，自然や歴史，文化に恵まれ，教育に対する深い理解と愛情を有するこの文教の
地において「地域に根ざした教員養成」を実現します。
 
○　教育の目標
・教育の理念・方法及び人間の成長や発達についての理解，優れた教育技術を持った教員を養成
します。

・学生の個性を尊重し，個に応じたきめ細かな教育研究指導を行います。
・現職教員と教職を志す学生が共に学ぶことができる場を提供し，教育実践力の育成に努めます。
 

○　研究の目標
・学校教育にかかる諸科学において，理論研究と実践研究の融合を目指し，先進的で学際的な研
究を推進します。

・教育現場の課題に立脚し，教育現場に根ざした研究を推進します。
 

○　社会への貢献
・地域の優れた教育環境を活かし，国内はもとよりアジア，世界に向けて教育研究成果を発信しま
す。

・学術文化の中心として，教育研究成果を社会に還元し，地域と共に学びの場を創造します。
・海外の高等教育機関と連携し，国際的な教師教育の充実と発展に寄与します。
 

○　大学運営の基本
・全ての大学構成員が，相互の人格を尊重し，その個性と能力を最大限発揮できるよう安全で快適
な学園環境を創造します。

・開かれた大学として，教育・研究・運営に関わる情報の公開に努め，社会に対する説明責任を果
たします。

学長メッセージ

役員等紹介

大学の概要

大学憲章

業務方法書及び中期目標・中期計
画

地域連携・大学間連携

国際交流

知的財産本部

スタッフ募集

サイト規約｜プライバシーポリシー

このページは上越教育大学広報室が管理しています。
このペ－ジに関するご意見・お問合せは kouhou@juen.ac.jp までお願いします。

［作成：2009.3.30］［最終更新：2009.3.30］

〒943－8512 新潟県上越市山屋敷町１番地
Copyright©2004-2008 Joetsu University of Education. All rights Reserved.

ホーム 大学案内 大学憲章
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大学憲章制定に係る各会議の議事要旨

第72回教育研究評議会議事要旨（抜粋）

日 時 平成21年１月14日（水） 13：30～13：56

議 事

１ 大学憲章

学長及び戸北副学長から，上越教育大学憲章案について提案説明があり，委員から

提案のあった意見を踏まえ記述内容の調整を図ることとし，修正を学長に一任するこ

とを含め，承認された。

第22回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨（抜粋）

日 時 平成21年３月16日（月） 15:00～17:05

協 議 題

14 上越教育大学憲章

学長及び戸北副学長から，上越教育大学憲章（案）に対する各委員からの意見を基

に検討した結果について提案説明があり，原案どおり承認された。

第49回役員会議事要旨（抜粋）

日 時 平成21年３月19日（木） 15：30～15：59

議 事

３ 上越教育大学憲章の制定

学長から，上越教育大学憲章（案）について提案説明があり，原案どおり承認され

た。
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区　　分 件　　　　名 工　　期 備　　考

教育支援環境の整備 人文低層棟講義室空調用電源取設 H20.07.14～H20.07.28 老朽解消

プレハブ校舎(教職大学院スペース)新営その他工事 H20.07.28～H20.12.09

美術棟各階便所その他改修工事 H20.08.07～H20.12.03

美術棟昇降機設備取設工事 H20.08.08～H20.12.03

美術棟各階便所その他改修設備工事 H20.08.11～H20.12.03

特別支援教育実践研究センターその他改修工事 H20.08.20～H20.09.30

自然棟等暖房設備他改修工事 H20.09.02～H20.10.20 老朽解消

人文棟講義室等空調機取設工事 H20.12.09～H21.02.16

人文棟５階院生研究室等内部改修工事 H21.01.29～H21.03.24

人文棟等エレベーター改修工事 H20.12.16～H21.03.18

附属図書館等照明器具取替工事 H20.12.17～H21.03.02

附属図書館等便所改修その他工事 H20.12.25～H21.03.18

美術棟等教員研究室空調機改修工事 H21.01.16～H21.03.23 老朽解消

実験棟理科教育実験室改修工事 H21.02.04～H21.03.18 老朽解消

学生支援環境の整備 山屋敷団地防球フェンス新設その他工事 H20.10.07～H20.12.02

山屋敷団地外灯改修工事 H20.10.14～H20.12.26

山屋敷団地テニスコート防球ネット改修工事 H21.02.12～H21.03.26

屋外スロープ整備 H20.11.21～H20.12.26

附属学校園の整備 附属小学校プールフェンス改修工事 H20.05.21～H20.06.25

附属中学校校舎他空調機取設工事 H20.06.17～H20.08.07

附属中学校3階空調用電源取設 H20.07.14～H20.07.28

附属小学校校舎２棟防水改修工事 H20.10.03～H20.11.14

附属小学校・中学校プール改修工事 H20.10.22～H20.12.15

基幹施設設備等の整備 人文棟等非常放送設備改修工事 H20.10.01～H20.12.24

人文棟電気室変電設備改修その他工事 H20.09.25～H20.12.08 教職大学院棟に関連

実験棟等給水管他改修工事 H20.10.21～H21.01.15 老朽解消

非常発電機取替工事 H20.11.07～H21.02.27 老朽解消

山屋敷団地中央監視装置改修その他工事（地デジ対応含む） H20.12.03～H21.03.10

管理運営の整備 西城職員宿舎５号棟等取壊し工事 H21.02.10～H21.03.18 資産活用

大学会館第一食堂シャッター取設工事 H21.02.06～H21.03.25 学生支援

赤倉野外活動施設整地 H20.12.16～H20.12.22

平成２０年度における施設の整備等をつぎのとおり実施した。

キャンパスマスタープラン等による施設整備等の状況

ohnuki
テキストボックス
８－１



既存施設・設備の有効活用への取組状況 

 

 

○ 既存スペースの有効活用の状況 

施設の利用状況等については，本学施設有効活用規程に基づき，５年周期（施設の整

備等が行われる場合は必要に応じ随時）で施設利用実態の点検・調査を実施している。 

平成 20 年度は，院生研究室の狭隘解消のため，研究室，実験室，演習室，院生研究

室などの見直しを行うとともに，共同利用スペースについても見直しを行った。その結

果，実験室等を院生研究室に利用する面積として 93 ㎡，教職大学院棟の整備に伴い移

転した旧事務室等を演習室に利用する面積として114㎡の利用計画を策定した。 

 

 

○ 共通講義室の稼働状況 

本学の共通講義室の稼働状況は，次のとおりである。 

 

稼働率ごとの面積（㎡） 

講義室数 ～20％ 21～40％ 41～60％ 61～80％ 81～100％ 

３３ 73 545 1,146 714 315 

 

稼働率ごとの教室数 

講義室数 ～20％ 21～40％ 41～60％ 61～80％ 81～100％ 

３３ １ ７ １３ １０ ２ 

 

 

○ 共同利用スペースの確保状況 

平成20年度における共同利用スペース（共通講義室等及び共同実験室）は，2,469㎡

を確保（前年度比0.5％増）した。 
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区分 件　　　　　　　　名 実施時期及び回数

保全業務 構内電話交換機設備保全業務 年間

防災設備保全業務（職員宿舎含む） 年間

生活排水処理施設保全業務 年間

昇降機設備保全業務 年間

附属学校小荷物専用昇降機保全業務 年間

高圧受変電設備保全業務 年間

設備監視装置保全業務 年間

デマンド管理空調制御装置メンテナンス 年間

空調設備保全業務 5～11月

受水層・高置水槽設備保全業務 8～9月

ボイラー・圧力容器保全業務 8～9月

消雪設備保全業務 12～3月

ＰＨ処理設備保全業務 1月

暖房用ボイラー乾燥保管処理 年間８回

生活排水処理施設汚泥搬出処理 年間１0回

点　　検 冷温水発生機点検 ６月、１１月

プールろ過機保守点検（大学） 6～9月

ドラフトチャンバー分解整備 ２月

暖房ボイラー運転業務 11/10～3/31

暖房ボイラー事前事後整備 4月、11月

講堂舞台装置点検 ２月

学生宿舎給湯ボイラー運転および冷温水発生機点検業務 年間

屋上防水点検・整備等 ６月、１１月、３月

調　　査 建物安全調査 ３月

校地維持 構内緑地維持管理 芝管理・樹木維持・伐採・剪定

害虫（蟻・スズメバチ等）駆除 ５件

雪囲い（山屋敷・西城・本城） １２月

法定検査 構内総合排水水質分析 10月

簡易専用水道検査 10月

浄化槽法１１条検査 ９月

ばい煙濃度測定 ８月、１月

建築基準法第１２条検査 ８月、９月、１月

平成２０年度上越教育大学施設・設備維持管理計画及び実施状況
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人文・音楽・美術棟，附属図書館の便所改修と身障者トイレの取設

待合室空調機と総合検査室床暖房取設

美術棟取設，既設人文棟・音楽棟改修

中庭及び人文棟北側に取設

人文棟，大学会館，保健管理センター，事務局に取設

プレハブ校舎の新営（776㎡）

教室の空調機取設

既設暖房設備等の改善

人文棟の耐震補強

講義室の空調機取設

既設照明機器の老朽改善（閲覧室他）

既設空調機の老朽改善（教員研究室）

サーバー室の熱対策

プール槽と濾過器の老朽改善

既存実験室の機能強化

既設非常放送設備の老朽改善と特別支援及び心理教育に取設

既設監視装置の老朽改善（エネルギー使用状況測定）

空調機デマンド制御の拡充

照明の消し忘れを防止

既設発電機の老朽改善（停電時に汚水処理施設稼働のため）

既設配管の老朽改善（赤水対策）

駐輪場の整備，屋外看板の更新，緑の小道整備等

クレーコート（３面），敷地外への落球を防止

既設外灯の老朽改善（学生宿舎，屋外運動場，メインアプローチ）

敷地外への落球を防止

閉店時でも客席部分を学生に開放するため

居住環境向上のため老朽改善

特別支援，講堂，汚水処理，渡り廊下，附小２棟

戸建（８棟）

・エレベーター整備

②教職大学院対応

・自動ドア整備

・便所改修

⑥実験棟他給水管等の改修

⑥人文棟講義室等空調機取設

⑦7地球温暖化対策

・図書館他照明器具取り替え

その他施設・設備の維持管理の取組状況（平成２０年度実施事業）

実　　施　　事　　業

⑤人文棟（４・５・６階一部）内部改修

　〔教育支援環境（講義室等）の整備〕　

①バリアフリー対策

・特別支援教育実践研究センターホール改修

⑨理科教育実験室の改修

　〔基幹施設設備等の整備〕　　

①人文棟他非常放送設備改修

・情報メディア教育支援センター建具断熱改修

・スペース増築整備

③附属中学校校舎他空調設備取設

④自然棟、講義棟他暖房設備改修

②西城宿舎取り壊し

・中庭等・屋外環境整備

・テニスコート改修・野球フェンス増設

・外灯改修

・テニスコート防球ネット取設

・大学会館食堂シャッター取設

　〔その他の整備〕

①屋上防水改修

②学生世帯用宿舎の内装改修

③空調デマンド制御増設（既設空調機取替含む）

④音楽棟便所人感センサー設置

⑤非常発電機更新

　〔学生支援環境の整備〕

①屋外環境対策

事　　業　　内　　容

・屋外スロープ整備

・既設空調機更新

②中央監視装置更新

⑧附属小中プール等改修
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省エネルギー対策等や地球温暖化対策に関する取組状況 

 

 

 省エネルギー対策や地球温暖化対策の推進のため，エネルギーの使用の合理化に関する

法律（昭和５４年法律第４９号。以下「省エネ法」という。）に基づき，以下のとおり体制

等を整備し，これらにより実施していくこととしている。 

 

○ 省エネ法に基づき，本学におけるエネルギー仕様の合理化及び省エネルギー対策の

推進を図るため，大学職員を構成員とするワーキンググループを設置して具体的な省

エネ対策を検討し，その結果を素案として，施設安全・環境委員会に報告を行った。 

また，財団法人省エネルギーセンターが実施している，省エネ診断を受診し，エネ

ルギー使用の効率化の方法について，指導を受けた。 

 

○ 「上越教育大学におけるエネルギーの使用の合理化及び省エネルギー対策の推進に

関する規程」に基づき，以下の整備を実施した。 

・外灯設備の省エネ化（水銀灯を消費電力の少ないナトリウム灯に変更） 

・中央監視装置の更新（各棟毎の使用エネルギーの計測） 

・附属図書館の照明器具の省エネ化（FL110W 型から HF32W 型にランプ種別変更） 

 

○ 前年度に引き続き，主に以下の取組を実施した。 

 ・ 夏のクールビズ，冬のウォームビズの推進 

 ・ 空調機器の温度設定の管理を徹底させるポスターの掲示，教職員情報共有システ

ムによる周知 

 ・ 冷暖房期間の短縮 

    冷房：平成１７年度より２０日間短縮 

    暖房：平成１６年度より ３日間短縮 

 ・ 夏季一斉休業の実施 

    平成２０年度：平成２０年８月１３日～平成２０年８月１５日 

 ・ 空調デマンド管理制御装置による自動的な運転停システムの稼働 

 ・ 学内のトイレ及び廊下，学生宿舎の照明に人感センサーを設置 

 

○ その他の取組 

 ・ グリーン購入法に基づく物品等の購入 
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平成２０年度 防災訓練等実施状況一覧

○大学

実施日 実施時間 実施内容

９月 ９日（火） ９：３０～１０：３０ 昇降機緊急時救出訓練

１１月２７日（木）１４：２５～１６：２５ 地震・火災を想定した避難・通報訓練，消火器訓

練，消火栓放水訓練，煙体験

２月 ９日（月）１３：００～１６：００ 救急（応急手当）講習会

○赤倉野外活動施設

実施日 実施時間 実施内容

１２月１９日（金）１４：００～１４：３０ 地震を想定した避難，誘導，通報，初期消火訓練

２月２０日（金）１４：００～１４：３０ 地震を想定した避難，誘導，通報，初期消火訓練

○学生宿舎

実施日 実施時間 実施内容

６月 ４日（水）１３：４０～１４：３０ 世帯用学生宿舎及び国際学生宿舎

火災発生を想定した避難訓練，初期消火訓練

６月１８日（水）１３：００～１４：００ 単身用学生宿舎

火災発生を想定した避難訓練，初期消火訓練

○学校教育実践研究センター

実施日 実施時間 実施内容

１０月２２日（水）１１：００～１１：３０ 地震・火災発生を想定した避難・通報訓練，消火

器訓練

○附属幼稚園

実施日 実施時間 実施内容

６月 ２日（月）１０：００～１０：３０ 火災発生を想定した避難訓練

６月１７日（火） ９：３０～１０：３０ 交通安全教室

７月１６日（水）１０：００～１１：００ 火災発生を想定した避難訓練

９月１７日（水）１０：００～１１：００ 地震発生を想定した避難訓練

１１月２６日（水）１０：００～１０：３０ 交通安全教室

１２月 ２日（火）１３：００～１３：３０ 不審者対応の避難訓練

１月２６日（月）１３：４０～１４：００ 火災発生を想定した避難訓練（冬期間）

２月１８日（水）１１：００～１２：００ 火災発生を想定した避難訓練（保護者引渡し）

○附属小学校

実施日 実施時間 実施内容

４月２５日（金） ９：５０～１０：２０ 不審者侵入を想定した避難訓練

９月１９日（金） ９：５０～１０：２０ 地震及び火災発生を想定した避難訓練

１月２７日（火） ９：２０～１１：００ 火災発生を想定した避難訓練

○附属中学校

実施日 実施時間 実施内容

４月 ３日（木）１４：３０～１５：３０ ＡＥＤ講習会

５月 ２日（金）１３：４０～１４：３０ 火災発生を想定した避難訓練

１０月１６日（木）１４：４０～１５：２０ 地震発生を想定した避難訓練

１２月２２日（月）１１：３０～１１：４５ 防犯教室
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　危機管理

　　　　｜緊急時の通報｜防　災｜救急・救命・感染症｜交通安全｜防　　犯｜教育研究活動｜関連リンク集｜　

緊急時の通報

■ 緊急時の通報先

防災

■ 災害時の避難場所（上越市指定避難場所）

・ 山屋敷地区（大学・附属幼稚園） 　（大学　体育館）

・ 西城地区（附属小学校・学校教育実践研究センター） 　（附属小学校　体育館）

・ 本城地区（附属中学校） 　（附属中学校　体育館）

■ 災害への備え

・ 火災の予防

・ 地震への備え

・ 風水害への備え

・ 非常用持出品の準備

■ 災害が発生したとき

・ 火災の場合

・ 地震の場合

・ 風水害の場合

■ 消火用具の使い方

・ 消火器

・ 屋内消火栓

■ 防災体制・災害支援体制

・ 新潟県中越沖地震関連

救急・救命・感染症

■ 怪我・急病　（保健管理センター）

・ 症状が軽い場合 ⇒ 保健管理センター　　TEL　025-521-3642

・ 休日・夜間の場合 ⇒ 病院案内

・ 救急車の要請 ⇒ 救急119番　　⇒　　警備室　TEL　025-521-3300　へも通報

■ 救命処置

・ ＡＥＤ学内設置場所と使用方法

■ 応急手当の方法　（保健管理センター）

■ 感染症　（保健管理センター）

・ 新型インフルエンザ

　新型インフルエンザの対応について【重要】　H21.06.16更新

　新型インフルを知るために　厚生労働省

　感染症について（インフルエンザを中心に）（pdf）　H21.02.04健康保持増進講演会より（学内限定）

・ 麻疹（はしか）・風疹・水痘・ムンプス（おたふく風邪）

　入学者に対する麻疹（はしか）等の防止措置

・ ノロウィルス

　ノロウィルス感染症（pdf）

　ノロウィルス感染防止マニュアル（pdf）

　ウイルス性食中毒について（特にノロウイルスについて）（pdf）　H21.02.04健康保持増進講演会より（学内限定）

・ インフルエンザ

　インフルエンザ感染症（pdf）

・ 高病原性鳥インフルエンザ

　高病原性鳥インフルエンザ感染防止マニュアル（pdf）
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交通安全　　＜大学構内の制限速度は２０㎞/h＞

■ 大学構内交通規制等の遵守

・ 大学構内交通規制要項（pdf）

・ 学生宿舎及び国際学生宿舎入居者車両要項（pdf）

■ 交通事故の通報先

防犯

■ 不審者等への対応

・ 学内限定

■ インターネットトラブル

・ フィッシング詐欺の解説（学内限定/e-Learning）

■ 緊急時の通報先

教育研究活動

■ セクシュアル・ハラスメント

■ 薬品管理

・ 毒物・劇物取扱規程（pdf）

・ 薬品管理マニュアル（pdf）

■ 学生の海外留学・研修（pdf）

■ 研究活動における不正行為（研究成果の捏造，改ざん，盗用）の防止

■ 研究費の不正使用防止に向けた取組

　　　

関連リンク集

■ 防災

・ 上越市ホームページ　（防災・危機管理）

・ 新潟県ホームページ　（防災情報）

・ 総務省消防庁ホームページ（防災マニュアル）

・ 内閣府ホームページ　（防災情報）

■ 救急・救命・感染症

・ 上越市ホームページ　（ 休日・夜間診療｜ノロウイルス｜インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザ ）

・ 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報

・ 総務省消防庁ホームページ　（応急手当の基礎知識｜応急手当の基礎実技－心肺蘇生法とＡＥＤの使用－）

・ 政府広報オンラインホームページ　（救命処置とＡＥＤの操作方法）

■ 交通安全

・ 警察庁ホームページ　（交通事故に遭わないために）

■ 防犯

・ 上越市ホームページ　（防犯情報）

・ 新潟県警察ホームページ　（防犯ポイント）

・ 警察庁ホームページ　（ 犯罪被害に遭わないために｜サイバー犯罪対策 ）

このページは危機管理室（総務部総務課総務チーム）が管理しています。
このページに関するご意見・お問い合わせは　somu@juen.ac.jp までお願いします。
[作成：2008.8.4][最終更新：2009.6.16]
〒943-8512　新潟県上越市山屋敷町１番地
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研究費の不正使用防止のための体制，ルールの整備状況

＜提出資料が前年度と同一であるため，資料の添付省略＞
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